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分
析
の
対
象
と
基
本
的
視
角

論

民
法
学
が
対
応
を
迫
ら
れ
て
い
る
社
会
問
題
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
近
時
関
心
を
集
め
て
い
る
消
費
者
問
題
は
、
そ
れ
を
発
生
さ
せ

¥

(

1

)

 

、
る
事
象
の
ど
こ
か
に
取
引
が
介
在
し
て
い
る
点
に
特
色
が
あ
る
、
/
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
消
費
者
の
締
結
す
る
取
引
自

体
が
研
究
対
象
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
は
、
従
来
比
較
的
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
同
時
に
商
品
の
安
全
性
の
問
題

←) 
ー
l
大
量
生
産
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
製
造
さ
れ
た
商
品
の
欠
陥
に
よ
っ
て
、
最
終
消
費
者
に
被
害
が
発
生
し
た
場
合
に
消
費
者
は
ど
の
よ

¥
う
に
し
て
救
済
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
!
ー
が
消
費
者
問
題
を
議
論
す
る
場
合
に
具
体
的
紛
争
と
し
て
想
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
消
費
者
契
約
」
の
一
形
態
で
あ
る
ロ

I
ン
提
携
販
売
に
つ
い
て
、
そ
の
実

態
分
析
に
基
づ
き
法
的
構
造
を
考
察
し
、

ロ
i
γ
提
携
販
売
を
め
ぐ
っ
て
発
生
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
紛
争
に

つ
い
て
法
解
釈
の
方
向
を
示
す
こ
と
と
し
た
い
。

い
か
な
る
取
引
で
あ
ろ
う
か
。
予
め
ロ
1
ソ
提
携
販
売
に
定
義
を
与
え
て
お
く
こ
と
が
、
あ
る
い
は
便
宜
で

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
の
課
題
は
ロ

I
ソ
提
携
販
売
の
取
引
実
態
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
論
究
す
る

ロ
l
ソ
提
携
販
売
の
機
能
と
そ
の
特
徴
を
概
観
す
る
に
と
ど
め
よ
う
。

ロ
ー
ン
提
携
販
売
と
は
、

」
と
が
可
能
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て

こ
こ
で
は
、

ロ
ー
ン
提
携
販
売
は
、
我
国
に
お
け
る
現
代
型
消
費
者
信
用
取
引
の
中
心
的
存
在
と
し
て
発
達
し
て
き
た
取
引
形
態
で
あ
る
。
昭
和
三

0
年
代
の
経
済
の
高
度
成
長
期
以
前
の
消
費
者
信
用
取
引
は
、
お
も
に
割
賦
販
売
の
取
引
形
態
を
利
用
し
て
、
む
し
ろ
「
所
得
水
準
の
低

い
買
主
」
に
生
活
必
需
品
の
購
入
資
金
の
支
払
い
を
猶
予
す
る
取
引
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
高
度
成
長
を
経
験
し
た
現
代
の
経
済

構
造
は
、
大
量
生
産
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
大
量
の
商
品
を
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
流
通
さ
せ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
、
と
い
っ
て



よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
貯
蓄
を
し
購
入
資
金
が
で
き
た
と
こ
ろ
で
商
品
を
購
入
し
て
き
た
「
一
般
大
衆
」
に
対
し
て

/
も
、
ま
ず
商
品
を
購
入
し
そ
の
上
で
代
金
を
支
払
う
消
費
者
信
用
取
引
の
利
用
者
と
な
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
代

の
経
済
構
造
は
大
量
流
通
手
段
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ロ
ー
ン
提
携
販
売
は
、

ま
さ
に
こ
の
大
量

流
通
を
担
保
す
る
た
め
に
販
売
業
者
以
外
の
者
が
信
用
供
与
者
と
し
て
登
場
す
る
取
引
形
態
で
あ
る
。
そ
し
て
ロ

l
γ
提
携
販
売
は
、
第

一
に
「
大
量
流
通
の
手
段
」
で
あ
る
が
故
に
現
代
の
経
済
構
造
を
背
景
と
し
た
取
引
形
態
と
し
て
の
「
現
代
性
」
を
、
ま
た
第
二
に
、
現

/
代
型
消
費
者
信
用
取
引
の
発
展
史
に
お
け
る
中
心
的
存
在
で
あ
り
大
量
か
つ
定
型
的
に
利
用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
「
典
型
性
」
を
、
そ

の
特
徴
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

同
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
研
究
対
象
に
対
し
て
、
私
は
次
の
視
角
か
ら
論
述
を
す
す
め
た
い
と
考
え
る
。
ま
ず
第
一
に
、
現
実
の
取

引
に
即
し
て
ロ

l
ン
提
携
販
売
の
実
態
を
把
握
し
、
そ
こ
で
い
か
な
る
紛
争
が
生
じ
る
か
を
観
察
す
る
と
い
う
視
角
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

穂
先
視
角
を
と
る
こ
と
は
、
経
済
構
造
の
変
化
に
対
応
し
て
生
み
だ
さ
れ
た
取
引
を
、
そ
の
経
済
的
機
能
に
着
目
し
て
そ
れ
自
体
と
し
て
把

ト
握
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
同
時
に
こ
の
よ
う
な
視
角
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
ロ

1
ン
提
携
販
売
を
め
ぐ
っ
て
発
生
す
る
紛
争
の
特
異

(
4
)
 

附
性
を
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
o

こ
う
し
て
な
さ
れ
る
ロ

i
ン
提
携
販
売
の
実
態
分
析
に
基
づ
い
て
既
存
の
法
体
系
と
の
議
離
を
埋

髄
め
る
作
業
が
次
に
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
o

的
そ
こ
で
私
は
、
第
二
こ
「
消
費
者
は
弱
者
で
あ
る
が
故
に
保
護
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
価
値
の
表
現
に
至
る
以
前
に
、
取
引
実
態
に

法

/

t

前
も
と
づ
く
契
約
の
解
釈
の
問
題
と
し
て
本
稿
の
課
題
に
接
近
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
消
費
者
が
契
約
の
一
方
の
当
事
者

慨
と
し
て
登
場
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、

提γ
 

付

ロ
ー
ン
提
探
販
売
を
締
結
す
る
に
至
っ
た
基
礎
と
な
る
類
型
的
事
実
の
ひ
と
つ
と
し
て
取
扱
わ
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れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

/
確
か
に
、
い
わ
ゆ
る
「
消
費
者
契
約
」
は
こ
れ
ま
で
の
我
々
の
法
的
思
考
に
馴
染
の
な
い
も
の
と
い
え
よ
う
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
は



説

「
消
費
者
契
約
」
が
民
法
の
体
系
外
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

/
我
々
は
民
法
典
が
典
型
契
約
以
外
の
契
約
を
容
認
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
民
法
典
に
規
定
さ
れ
て
い
る
典
型
契
約
が
近
代
市
民
社
会
に
お

論
ゆ
か
典
型
的
契
約
と
し
て
一
つ
の
歴
史
的
産
物
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
列
。
そ
れ
故
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
は
法
と
社
会
的

現
実
と
の
遊
離
と
い
う
現
象
の
中
で
、
あ
る
契
約
が
典
型
契
約
に
該
当
す
る
契
約
で
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
、
典
型
契
約
に
関
す
る
す
べ
て

の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
逆
に
典
型
契
約
に
該
当
し
な
い
契
約
で
あ
っ
て
も
、
契
約
の
基
礎
と
な
っ
た
事
実
関
係
に
共

北法30(2・4)336

/
通
性
が
あ
る
限
り
、
民
法
上
の
規
定
が
類
推
さ
れ
)
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
契
約
法
の
体
系
は
、
消
費
者
契
約
に
対
す
る
民
法
学
の
接
近

方
法
を
非
典
型
契
約
に
対
す
る
そ
れ
の
応
用
問
題
と
し
て
考
え
る
余
地
を
残
し
て
い
る
、
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
既

存
の
法
体
系
が
知
ら
な
か
っ
た
社
会
的
現
実
が
続
々
と
発
生
し
て
い
る
今
日
的
情
況
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
ロ

l
ン
提
携
販
売
が

現
代
日
本
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
新
し
い
「
典
型

前
述
し
た
よ
う
な
「
現
代
性
」

「
典
型
性
」
と
い
う
特
徴
を
具
え
て
い
る
が
故
に

/
的
契
約
類
型
」
と

ρて
、
ロ
ー
ン
提
携
販
売
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
o

し
た
が
っ
て
、
私
は
「
よ
り
実
際
国
な

契
約
各
論
の
再
構
成
」
と
い
う
作
業
の
具
体
的
課
題
の
検
討
と
い
う
意
義
を
本
稿
に
与
え
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

そ
こ
で
、
右
の
課
題
を
次
の
よ
う
な
手
順
で
展
開
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
、
我
国
に
お
け
る
ロ

l
ン
提
跨
販
売
の
発
展
史
及

同

現
在
の
我
国
に
お
け
る
ロ

l
ン

提

傍

販

売

の

実

態

を

考

察

す

る

次

に

類

似

し

た

取

引

が

/
/
存
在
す
る
西
ド
イ
ツ
の
判
例
と
、
こ
れ
ら
の
判
例
の
結
論
を
導
く
た
め
に
西
ド
イ
ツ
で
展
開
さ
れ
た
学
説
を
批
判
的
に
検
討
す
る

章
、
第
三
章
)
0

び
取
引
過
程
の
解
明
を
通
じ
て
、

(
第
一
章
)

0

第

以
上
の
分
析
に
も
と
，
つ
い
て
ロ

l
ン
提
携
販
売
の
法
的
構
造
を
解
明
し

若
干
の
具
体
的
問
題
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に

処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
を
考
察
す
る

(
第
四
章
)
0

最
後
に
要
約
を
し
、

あ
わ
せ
て
残
さ
れ
た
課
題
を
簡
単
に
述
べ
る
こ
と
に
す
る

(
結
章
)

0

/
後
述
す
る
よ
う
に
ロ

l
ン
提
携
販
売
を
と
り
ま
く
紛
争
と
し
て
様
々
な
問
題
が
考
え
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
ロ

l
ン
提
携
販
売
の
構
成

/
/
 



要
素
で
あ
る
売
買
関
係
(
顧
客
・
販
売
業
者
間
)
と
金
銭
消
費
貸
借
関
係
(
顧
客
・
金
融
機
関
間
)
及
び
保
証
関
係
(
金
融
機
関
・
販
売

業
者
間
)
の
相
互
関
連
如
何
と
い
う
問
題
、
す
な
わ
ち
売
買
関
係
上
生
じ
た
法
律
関
係
が
消
費
貸
借
関
係
及
び
保
証
関
係
に
ど
の
よ
う
な

影
響
を
及
ぼ
す
の
か
、
逆
に
金
銭
消
費
貸
借
関
係
上
生
じ
た
法
律
関
係
が
売
買
関
係
及
び
保
証
関
係
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の
か

/
/
と
い
う
分
析
を
中
心
に
考
察
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
問
題
が
最
も

?
l
ン
提
携
販
売
の
法
的
構
造
の
解
明
を
必
要
と
す
る
問
題
で
あ

り
、
こ
の
問
題
の
分
析
を
通
じ
て
ロ

l
γ
提
携
販
売
の
法
的
構
造
会
一
解
明
す
る
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

比
較
法
上
西
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
を
素
材
と
す
る
理
由
を
こ
こ
で
簡
単
に
述
べ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
は
何
よ
り

/
/
も
、
我
国
と
西
ド
イ
ツ
の
消
費
者
信
用
取
引
に
関
す
る
立
法
の
現
状
に
類
似
性
が
あ
り
な
が
ら
、
我
国
と
比
較
し
て
西
ド
イ
ツ
で
は
私
法

領
域
に
お
け
る
消
費
者
問
題
の
研
究
が
進
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
私
が
本
稿
で
論
究
す
る
課
題
も
、
判
例
の
集
積
に
学
説
が
一
般
理
論

最
後
に
、

付

を
与
え
る
形
で
進
め
ら
れ
て
い
る
。
西
ド
イ
ツ
の
法
理
論
の
圧
倒
的
な
影
響
の
も
と
に
あ
る
我
間
に
あ
っ
て
、
消
費
者
問
題
の
分
野
に
お

そ
の
紹
介
が
少
な
い
こ
と
自
体
、
興
味
深
い
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
本
稿
の
課
題
に
対
し
て
立
法
的
な
解
決
を
試

ロー γ提携販売の法的構造に関する一考察

い
て
は
、

そ
の
理
論
的
解
明
が
必
ず
し
も
進
ん
で
い
る
と
は
言
え
な
い
現
状
を
考
え
る
な
ら
ば
、

み
て
い
る
諸
間
に
あ
っ
て
も
、

西
ド
イ
ツ
を
比
較

研
究
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。

(
1
)
た
と
え
ば
、
北
川
善
太
郎
「
取
引
社
会
に
お
け
る
紛
争
解
決
1

1
消
費
者
問
題
を
中
心
と
し
て
」
民
商
法
雑
誌
七
五
巻
一
れ
ゲ
二
|
一
一
一
頁
。
同
-

「
消
貸
主
白
保
護
と
民
法
」
私
法
問
O
U
七
頁
。
北
川
教
授
が
消
費
者
問
題
の
特
色
と
し
て
、
消
貸
書
問
題
に
は
消
費
者
と
事
業
者
と
の
取
引
が
内
在
し
て

い
る
と
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
意
図
に
も
と
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
第
一
に
消
費
者
問
題
に
対
す
る
私
法
領
域
か
ら
の

対
応
が
、
積
極
的
に
な
さ
れ
て
い
な
い
現
状
に
対
す
る
警
鐘
と
し
て
、
第
二
に
公
害
問
題
、
と
り
わ
け
環
境
問
題
と
の
区
別
を
明
確
に
す
る
た
め
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

特
に
第
二
の
点
は
重
要
な
示
唆
を
含
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
従
来
、
森
永
ド
ラ
イ
ミ
ル
ク
事
件
や
サ
リ
ド
マ
イ
ド
事
件
に
代
表
さ
れ
る
食
品
・
薬
品

事
故
は
、
人
体
の
汚
染
な
い
し
依
嬢
と
い
う
観
点
か
ら
公
害
問
題
の
ひ
と
つ
と
し
て
論
究
さ
れ
て
き
た
が
、
北
川
教
授
は
こ
れ
ら
製
造
物
責
任
の
問
題
を

北法30(2・5)337



f
?
f
u
 

「

4
川

消
費
者
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
て
お
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
で
に
消
資
者
問
題
に
対
す
る
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
消
費
者
(
保
護
〉
訟
の
名
の
下
に
包
括

し
、
そ
の
中
に
公
法
・
私
法
・
手
続
法
を
取
り
込
む
方
向
で
消
費
者
問
題
を
体
系
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
(
北
川
「
消
費
者
保
護
の
法

構
造
」
法
律
時
報
四
五
巻
一
二
号
八
|
一

0.及
。
同
・
「
消
費
者
保
護
法
の
シ
ス
テ
ム
」
金
融
法
務
事
情
八

O
九
号
一
七
頁
。
伊
藤
進
「
消
費
者
保
護
法

制
の
課
題
|
|
消
費
者
私
法
を
め
ざ
し
て
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
一
ニ

O
巻
五
日
万
五
六
!
五
九
頁
。
目

r
o
gロ
自
宅
問
ア
て
問
、
マ
室
内
陸
町
、
R
E
R
H
p
h
N
h

ミ
F

H
由員

ω・
5
R・
)
が
、
そ
の
際
、
北
川
教
授
の
指
摘
は
消
費
者
(
保
護
)
法
と
し
て
何
が
包
含
さ
れ
る
か
と
レ
う
基
準
を
も
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
私
法
領
域
か
ら
消
費
者
問
題
に
接
近
す
る
場
合
に
不
法
行
為
法
上
の
解
決
を
排
斥
す
べ
き
だ
と
い
う
趣
旨
で
は
な
い
。
私
は
消

費
者
(
保
護
)
私
法
の
中
に
消
費
者
契
約
論
(
現
実
の
契
約
形
態
か
ら
出
発
し
、
類
型
化
を
は
か
り
内
容
を
確
定
す
る
。
約
款
の
問
題
は
各
契
約
類
型
の

中
で
個
別
的
に
展
開
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
間
輝
雄
「
約
款
取
引
と
特
殊
契
約
」
『
消
費
者
保
護
と
法
』
一
九
七
六
年
、
ニ

O
八
頁

以
下
参
照
。
)
と
消
費
者
不
法
行
為
諭
(
製
造
物
責
任
等
)
が
包
含
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。

(

2

)

も
っ
と
も
、
商
品
の
安
全
性
に
係
る
紛
争
が
中
心
と
な
っ
た
の
は
、
欠
陥
車
・
食
品
・
薬
品
事
故
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
商
品
の
欠
陥
に
よ
っ
て
消
究
者

が
生
命
'
川
司
体
に
深
刻
な
被
害
を
蒙
り
、
し
か
も
そ
の
被
者
が
大
量
供
給
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
広
汎
に
発
生
し
た
と
い
う
現
状
の
反
映
で
あ
ろ
う
。

(
3
)
北
川
・
前
渇
論
文
註
(

l

)

「
消
資
者
保
護
の
法
構
造
」
一
一
三
支
は
「
消
費
財
の
最
終
購
入
者
と
の
契
約
を
消
費
者
契
約
と
称
す
る
」
と
説
明
す
る
が
、

同
・
『
現
代
契
約
法
I
』
一
九
七
」
一
年
、
一
二
五
一
四
九
瓦
は
、
一
方
の
契
約
当
事
者
が
消
費
者
で
あ
る
取
引
を
消
費
者
契
約
と
定
義
し
、
不
動
産
取

引
を
・
取
り
あ
げ
る
。
用
諮
問
の
通
常
の
怠
味
で
は
、
不
動
産
は
消
費
財
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
今
日
の
消
費
概
念
の
拡
大
傾
向
を
考
慮
す

る
な
ら
契
約
の
け
的
物
が
消
究
用
で
あ
る
こ
と
よ
り
も
、
川
V
口
業
日
的
に
使
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
丞
要
な
基
準
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て

消
費
者
契
約
と
は
①
自
己
の
蛍
業
過
程
以
外
に
お
い
て
契
約
を
締
結
し
、
か
つ
契
約
の
相
手
方
は
事
業
者
で
あ
る
こ
と
②
当
該
契
約
の
目
的
物
が
営
業

u

的
に
使
用
さ
れ
な
い
こ
と
、
以
上
二
つ
の
要
件
を
満
た
す
場
合
と
一
応
定
義
し
て
お
こ
う
。

(
4
〉
北
川
・
前
掲
丹
註
(

3

)

九

一

O
頁
及
び
同
・
「
法
解
釈
学
に
お
け
る
理
論
と
法
形
成
」
法
哲
学
年
報
一
九
七
一
年
、
四
八
頁
に
よ
れ
ば
、
裁
判
例

と
学
説
に
基
づ
い
た
私
法
煙
諭
は
我
国
の
現
実
が
か
か
え
て
い
る
問
題
の
一
面
を
と
ら
え
る
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
裁
判
に
現
わ
れ
た
事
実
で
は
な
く
社

会
的
現
実
の
分
析

l
l紛
争
の
定
性
分
析
と
定
武
分
析
|
|
に
基
づ
く
私
法
理
論
の
創
造
を
と
く
。
正
当
と
考
え
る
。

(
5
)
来
栖
三
郎
『
契
約
法
』
一
九
七
四
年
、
七
一
一
一
六
真
。
広
中
俊
雄
『
債
権
各
論
議
義
』
一
九
七
九
年
、
二
九
九
三

O
O真
。
打
田
峻
一
「
典
型
契
約
に

つ
い
て
」
『
民
事
法
の
諸
問
題
I
』
一
周
京
等
。

(
6
〉
来
栖
・
前
相
向
車
問
註

(
5
〉
、
七
三
人

i
七
五
一
九
頁
。
広
小
・
前
川
向
書
註

(
5
)
一二

O
O頁
。
打

m
・
前
掲
論
文
註

(
5
)

一
O

一
一
-
及
。
高
梨
公
之

】/.

fi!l可
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付

「
典
型
契
約
の
規
定
は
ど
の
よ
う
な
現
代
的
意
味
を
も
つ
か
」
『
民
法
の
基
礎
知
識

ω』
一
九
六
五
年
、
一
一
五
一
一
一
一
一
頁
等
。

(
7
)
た
と
え
ば
、
来
栖
・
前
掲
幸
一
日
註
(

F

h

ノ
)
七
凹
一
二
頁
は
、
あ
る
契
約
が
典
型
契
約
で
あ
る
か
芥
典
型
契
約
で
あ
る
か
の
区
別
は
無
窓
味
で
あ
る
と
し
て
、

あ
る
具
体
的
な
契
約
の
取
扱
い
に
際
し
て
は
、
「
問
題
の
契
約
の
事
実
を
個
々
の
具
体
的
な
場
合
に
つ
き
正
確
に
調
べ
、
他
方
民
法
の
規
定
は
ど
う
い
う

事
実
に
着
眼
し
て
い
る
か
を
は
っ
き
り
と
知
り
、
具
体
的
事
実
が
民
法
の
規
定
の
前
提
と
し
て
い
る
事
実
に
一
致
す
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
規
定
を
適

用
す
ベ
く
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
民
法
の
規
定
を
無
理
に
適
用
し
よ
う
と
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
す
る
。
広
中
・
前
掲
書
註

(
5
〉
三

O
一
一
只
同
旨
。

(

8

)

高
梨
・
前
倒
向
論
文
註
(

6

)

一
二
三
頁
。

(

9

)

我
妻
栄
『
債
権
各
論
上
巻
(
民
法
講
義
川
)
』
一
九
五
四
年
、
四
八
頁
は
、
新
し
い
典
型
契
約
と
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
こ
と
が
、
契
約
法

の
分
野
で
浅
さ
れ
た
研
究
課
題
の
一
つ
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

来
栖
・
前
掲
書
註

(
5
)
は
契
約
法
を
類
型
論
が
最
も
効
果
的
に
妥
当
す
る
領
域
で
あ
る
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
類
型
論
は
、
民
法
典
が

一
般
的
抽
象
的
概
念
を
も
っ
て
一
般
的
抽
象
的
に
規
定
す
る
の
み
の
不
当
利
得
法
や
不
法
行
為
法
と
、
民
法
典
が
一
定
の
重
要
な
契
約
を
典
型
契
約
と
し

て
列
挙
す
る
契
約
法
で
は
異
な
っ
た
形
を
と
る
。
契
約
法
に
お
い
て
は
「
ま
ず
民
法
典
の
典
型
契
約
の
規
定
の
基
礎
と
さ
れ
た
類
型
的
事
実
を
明
確
に
し

て
民
法
典
の
典
型
契
約
の
規
定
の
適
用
範
凶
を
限
定
す
る
、
も
し
民
法
典
の
典
型
契
約
の
基
礎
と
な
っ
た
類
型
的
事
実
と
異
な
る
事
実
が
あ
る
場
合
に
は

:
:
独
内
の
契
約
類
型
に
構
成
す
る
、
し
か
も
契
約
頬
型
ど
う
し
互
い
に
切
り
離
さ
れ
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
注
統
的
段
階
的
な
も
の
と
し
て
考
察
す

る
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
し
て
具
体
的
事
災
に
妥
当
な
規
範
を
発
見
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
」
(
七
五
三
七
五
回
頁
)

一
方
、
北
川
・
前
掲
書
註
(

3

)

『
現
代
契
約
法
i
』
一
二
八

l
三
九
頁
及
び
同
・
「
契
約
と
契
約
法
の
体
系
」
北
川
善
太
郎
編
『
現
代
契
約
法
入
門
』
一

九
七
四
年
、
六
頁
は
、
典
型
契
約
と
そ
れ
以
外
の
契
約
の
区
別
で
は
現
代
社
会
に
お
け
る
契
約
笑
態
に
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
「
現
災
類

型
」
(
阿
佐
乙
ミ
吉
田
)
の
必
要
を
提
唱
さ
れ
る
。
北
川
教
授
に
よ
れ
ば
現
実
類
型
と
は
「
現
実
の
取
引
社
会
に
お
い
て
そ
の
重
要
性
の
ゆ
え
に
な
い
し
は
頻

繁
に
利
用
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
に
す
で
に
取
引
実
務
に
お
い
て
定
型
化
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
契
約
」
で
あ
り
、
「
そ
れ
と
し
て
の
ま
と
ま
り
の
な
か
で
考

え
る
こ
と
が
必
要
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

私
は
、
来
樹
教
授
の
類
型
諭
と
北
川
教
授
の
現
実
類
型
は
、
新
し
い
典
型
契
約
を
探
求
す
る
手
段
で
あ
り
、
そ
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
は
異
な
ら
な
い
と

理
解
し
て
い
る
。

(ω)
消
費
者
信
用
取
引
に
対
す
る
法
規
制
と
し
て
通
常
あ
げ
ら
れ
る
割
賦
販
売
法
に
つ
い
て
み
る
と
、
西
ド
イ
ツ
の
割
賦
販
売
法
は
一
八
九
四
年
に
制
定
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
割
賦
買
主
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
直
ち
に
保
護
す
る
の
で
は
な
く
、
割
賦
金
の
遅
滞
の
場
合
に
お
け
る
極
端
な
不
利
益
か
ら
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同
封
主
を
保
護
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
六

O
年
末
期
の
消
費
者
保
護
思
想
に
よ
っ
て
割
賦
販
売
法
は
一
九
六
九
年
、
一
九
七
四
年
に

改
正
さ
れ
、
現
在
で
は
、
正
耐
か
ら
割
賦
質
主
の
保
護
立
法
の
性
格
を
も
つ
に
至
っ
て
い
る
ハ
目

r
g口
出
若
宮
f
p
m・
o・
ω
-
H
g
l
H
S
R・
二
ア
ィ
タ
1

・

ラ
イ
ボ
ル
ト
(
上
回
微
一
郎
訳
)
「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
最
近
の
民
事
法
上
の
消
費
者
保
護
」
民
商
法
雑
誌
七
六
巻
四
号
五
七
三
頁
以
下
参

照
)
。
こ
れ
に
対
し
て
我
同
の
制
賦
販
売
法
が
消
費
者
保
護
を
目
的
と
す
る
に
至
っ
た
の
は
一
九
七
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
戸

l
γ
提
携
販
売
に
対
す
る
私
法
上
の
規
制
に
つ
い
て
み
る
と
、
西
ド
イ
ツ
で
は
一
九
七
八
年
現
在
、
連
邦
司
法
省
に
金
融
付
法
律
行
為

(
h
Eロ江
0
2
2
H
N
o
n
-昆
ω
m
g
n
r阻
止
〉
に
関
す
る
立
法
準
備
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
専
門
家
集
団
に
よ
る
草
案
(
剛
耐
え
2

8
芯ロ

E
Z
R
O
が
つ
く
ら
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
(
巴

Z

S
ロ
Z
G胃
f
E
-

白・。・

ω・
5
8
0
我
闘
で
は
、
今
の
と
こ
ろ
包
括
的
消
費
者
信
用
取
引
法
の
必
要
が
と
か
れ
、
そ
の
中

で
?
l
y
提
携
販
売
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
の
み
で
具
体
的
な
立
法
化
の
動
き
は
な
い
(
経
済
企
画
庁
国
民
生
活
局
消
費
者
行
政
第
一
課
・
第
二
謀

総
『
消
費
者
政
策
の
展
開
』
一
九
七
九
年
、
四
九
l
六
六
頁
)
。
こ
の
点
、
西
ド
イ
ツ
も
我
国
も
、
す
で
に
包
括
的
規
制
が
な
さ
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
、

イ
ギ
リ
ス
、
カ
ナ
〆
、
フ
ラ

γ
ス
よ
り
も
立
法
而
で
遅
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

(
日
)
こ
の
よ
う
な
指
摘
を
す
る
も
の
と
し
て
北
川
・
前
褐
論
文
註

(
1
)

「
消
費
者
保
護
の
法
構
造
」
一
一
三
頁
、
伊
藤
進
「
『
消
費
者
保
護
と
現
代
』
書
評
」

民
商
法
雑
誌
七
九
巻
二
号
三

O
九
頁
が
あ
る
。

(
ロ
〉
凶
ド
イ
ツ
に
お
け
る
消
費
者
問
題
全
般
を
知
る
た
め
の
邦
文
文
献
と
し
て
は
、
北
川
善
太
郎
U
マ

γ
フ
レ
ッ
ド
・
レ
l
ピ
シ
ダ

l
編
『
消
費
者
保
護
と

現
代
h

一
九
七
八
年
、
伊
藤
進
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
消
費
者
保
護
」
速
藤
浩
H
松
本
治
雄
編
『
被
害
者
を
救
う
法
・
下
l
l
l
消
費
者
保
護
を
め
ぐ
っ

て
』
一
九
七
九
年
、
-
一
二
七
|
一
一
一
一
一
八
バ
が
、
消
費
者
い
信
用
取
引
全
般
を
紹
介
す
る
邦
文
文
献
と
し
て
は
、
飯
島
紀
昭
「
消
費
者
信
用
i
l
|
ド
イ
ツ
述
邦

共
和
凶
」
比
絞
法
研
究
一
二
六
円
万
五
七

l
七
三
頁
が
便
利
で
あ
る
。
本
一
楠
で
取
り
あ
げ
る
問
題
に
つ
い
て
西
ド
イ
ツ
の
実
情
に
論
及
す
る
主
要
な
邦
文
文
献

と
し
て
は
、
小
林
資
郎
「
西
ド
イ
ツ
割
賦
金
融
会
社
を
め
ぐ
る
法
律
問
題
の
所
在
」
北
大
法
学
論
集
二
二
巻
三
号
五
六

O

六
三
人
頁
、
二
三
巻
一
号
八

八
二
ニ
二
京
、
同
・
「
金
融
制
賦
版
売
に
お
け
る
民
主
の
保
護
」
『
法
学
政
治
学
の
課
題
(
北
海
学
園
大
学
法
学
部
一

O
周
年
記
念
論
文
集
)
』
一
九
七

七
年
、
二
凶
一
二
五
七
頁
、
ベ
ー
タ
l

・
ギ
山
レ
ス
(
安
達
三
本
生
訳
)
「
ロ

l
γ
提
携
取
引
の
実
際
と
民
法
上
の
諸
問
題

l
i内
ド
イ
ツ
に
お
け
る

消
貸
者
保
護
の
一
側
耐
」
法
学
士
山
林
七
三
巻
一
け
り
一
ー
l
二
八
頁
、
同
・
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
戸

l
γ
提
携
取
引
と
民
法
学
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
九
七
六

年
二
月
け
七
三
|
七
九
一
丸
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

説論

北法30(2・8)340



f
J

二

3

M
川
一
J

ゴザ

投
開
に
お
け
る
ロ

l
γ

提
携
販
売
の
実
態

は
じ
め
に

本
章
の
課
題
は

だ
れ
が

ロ
ー
ン
提
携

A

敗
売
の
実
態
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
第
一
に
何
を
販
売
す
る
た
め
に
(
対
象
品
目
)

(
当
事
者
)
ど
の
よ
う
な
手
順
で
(
取
引
過
程
)
取
引
を
締
結
し
て
い
る
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
(
現
象
的
実
態
分
析
)

0

こ
の
よ
う
な
取
引
現
象
面
か
ら
の
実
態
の
分
析
に
加
え
て
、

け

ロ
ー
ン
提
携
販
売
が
い
か
な
る
社
会
的
経
済
的
背
景
の
中
で
利
用
さ

そ
こ
か
ら

?
l
ン
提
携
販
売
を
機
能
的
に
分
析
す
る
(
機
能
的
実
態
分
析
)
。
ロ

l
ン
提
携
販

売
の
場
合
に
は
、
売
主
と
買
主
の
他
に
信
用
供
与
者
が
取
引
に
関
与
す
る
た
め
、
現
象
的
実
態
分
析
の
み
で
は
、
三
当
事
者
の
取
引
関
係

次れ
、
発
展
し
て
き
た
か
を
明
ら
か
に
し
、

ロー γ提携販売の法的構造に関する一考祭

の
関
連
性
を
把
握
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
最
後
に
ロ
l
ン
提
携
販
売
を
め
ぐ
っ
て
発
生
す
る
紛
争
を
整
理
し
、
そ

の
特
異
性
に
言
及
し
よ
う
。

現
象
的
実
態
分
析ロ

l
γ
提
携
版
売
は
大
量
流
通
の
手
段
と
し
て
、
販
売
促
進
の
機
能
を
果
す
た
め
に
開
発
さ
れ
た
取
引
形
態

前
述
し
た
よ
う
に

ヤ)

北法30(2・9)341

で
あ
る
か
ら
、
当
然
ロ

l
ン
提
携
販
売
の
対
象
と
な
る
商
品
は
、

販
売
の
促
進
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
商
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
我
国

と
り
わ
け
乗
用
車
・
電
気
製
品
に
代
表
さ
れ
る
消
費
財
の
分
野
と
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
住
宅
の
分
野
が
利
用
対
象
品
目
の
二
本
柱
と

い
え
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
乗
用
車
・
電
気
製
品
と
住
宅
の
取
引
過
程
を
観
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

で
は
、



説

た
だ
、
大
量
に
商
品
を
流
通
さ
せ
る
手
段
を
必
要
と
し
て
い
る
の
は
、
何
も
顧
客
が
消
費
者
で
あ
る
場
合
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
っ

て
、
実
際
に
ロ

l
ン
提
携
販
売
は
個
人
事
業
者
や
小
規
模
法
人
へ
の
商
品
販
売
に
も
利
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

対
象
と
な
る
商
品
に
事
業
用
と
し
て
の
特
色
が
あ
り
、
実
務
上
様
々
な
問
題
が
あ
っ
て
、
事
業
者
向
ロ
!
ン
提
携
販
売
は
数
量
的
に
は
増

加
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
消
費
者
が
個
人
の
生
活
に
関
連
し
た
商
品
を
購
入
す
る
場
合
に
利
用
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
消
費
者
契
約
」

北法30(2・10)342

論

を
中
心
に
ロ

l
ン
提
携
販
売
を
分
析
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
事
業
者
向
ロ

l
ン
提
携
版
売
の
場
合
に
も
顧

客
が
個
人
事
業
者
や
小
規
模
法
人
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
消
費
者
向
戸

l
ン
提
携
販
売
に
関
す
る
検
討
を
利
用
し
う
る
局
面

が
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

山

乗

用

車

乗
用
車
の
ロ

l
ン
提
携
版
売
|
|
オ
l
ト
ロ

l
ン
l
|
の
場
合
に
は
、
顧
客
・
販
売
業
者
・
提
携
会
社
(
メ
ー
カ
ー
、

メ
ー
カ
ー
系
の

わ版
れ売
る究会
。社

信
用
保
証
会
社
等
)
・
金
融
機
関
が
通
常
、
取
引
に
関
与
し
て
い
る
。

具
体
的
に
は
次
の
よ
う
な
経
過
を
経
て
取
引
が
行
な

金
融
機
関
と
自
動
車
メ
ー
カ
ー
あ
る
い
は
、
系
列
下
に
あ
る
販
売
会
社
や
信
用
保
証
会
社
等
(
以
下
、
提
携
会
社
)
が
予
め
顧
客
に
対

す
る
融
資
に
つ
い
て
包
括
保
証
契
約
を
締
結
し
、
提
携
会
社
が
さ
ら
に
販
売
業
者
と
包
括
保
証
契
約
を
結
ぶ
(
場
合
に
よ
っ
て
は
三
者
間

契
約
に
な
る
)

0

そ
の
際
、
金
融
機
関
が
顧
客
に
与
え
る
融
資
に
つ
き
提
携
会
社
が
連
帯
保
証
を
行
な
う
こ
と
、

融
資
総
枠
及
び
ロ

l
ン

取
扱
要
領
(
ロ

l
ン
対
象
者
の
範
囲
、
対
象
車
種
の
範
囲
、
個
別
融
資
限
度
額
、
融
資
費
用
、
金
利
、
融
資
実
行
日
、
返
済
目
、
返
済
方

法
、
保
証
料
等
)
等
の
取
決
め
が
な
さ
れ
る
。

こ
の
包
括
保
証
契
約
に
も
と
守
つ
い
て
、
自
動
車
の
購
入
を
希
望
す
る
消
費
者
は
、

ま
ず
販
売
業
者
と
売
買
契
約
を
締
結
し
、

ロ
ー
ン
借

入
申
込
書
、

ロ
ー
ン
保
証
委
託
申
込
書
を
差
し
入
れ
(
第
1
図
1
l
|
①
て
こ
れ
を
販
売
業
者
が
提
携
会
社
に
取
次
ぐ
〈
同
|
l
②
)
。



連
絡
を
受
け
た
提
携
会
社
は
、
自
ら
購
入
希
望
者
の
信
用
調
査
(
同
i
|
③
)
を
し
た
う
え

で
、
連
市
保
証
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
し
、
連
帯
保
証
を
決
定
し
た
場
合
に
は
、

ロ
ー
ン
借
入
申

込
書
を
添
付
し
、
金
融
機
関
に
対
し
て
融
資
を
依
頼
す
る

は
顧
客
と
の
保
証
委
託
契
約
に
も
と
守
つ
い
て
金
融
機
関
に
対
し
て
保
証
債
務
を
履
行
し
た
場
合
に

顧
客
に
対
す
る
求
債
権
を
保
全
す
る
た
め
、
乗
用
車
の
所
有
権
を
留
保
す
る
。

金
融
機
関
は
ロ
l
ン
借
入
申
込
書
に
も
と
亭
つ
い
て
融
資
を
す
る
か
ど
う
か
審
査
し
、
融
資
を
す

(
同
|
|
④
)

0

こ
の
際
、

提
携
会
社

る
場
合
に
は
、

顧
客
に
融
資
内
諾
の
通
知
を
す
る

(同

l
l⑤
)
。
連
絡
を
受
け
た
顧
客
は
金
融

機
関
に
出
向
き
、
金
融
機
関
と
金
銭
消
費
貸
借
契
約
を
締
結
す
る

同

@ 

付

一
方
、
金
融
機
関
は
提
撹
会
社
に
対
し
て
顧
客
に
対
す
る
融
資
決
定
を
通
知
す
る
(
同
|
|
⑦
)

0

戸一 γ提携販売の法的構造に関する一考察

提
携
会
社
は
、

を
引
き
渡
す
(
同

l
l⑨)。

さ
ら
に
こ
の
旨
を
販
売
業
者
に
連
絡
し

(
同
|
|
⑧
)
、

販
売
業
者
は
顧
客
に
車

車
の
引
渡
と
前
後
し
て
顧
客
に
融
資
さ
れ
た
購
入
金
は
、

金
融
機

関
と
顧
客
と
の
間
の
約
定
に
も
と
づ
き
、
金
融
機
関
に
よ
っ
て
直
接
、
提
携
会
社
の
口
座
に
振
り

込
ま
れ
る
(
同
|
|
⑮
)
。
さ
ら
に
保
証
料
が
差
引
か
れ
た
額
が
提
携
会
社
か
ら
販
売
業
者
へ
販
売

代
金
と
し
て
支
払
わ
れ
る

同

Ql) 

顧
客
は
、
金
融
機
関
と
の
金
銭
消
費
貸
借
契
約
に
も
と
づ
き
、

融
機
関
に
返
済
す
る
(
同

l
h
ψ
(で

凶

電

気

製

品

以
後
借
入
金
を
月
賦
払
い
で
金

電
気
製
品
の
ロ

l
ン
提
携
販
売
!
|
|
電
化
ロ

l
ン
|
|
の
場
合
に
は
通
常
、
顧
客
・
販
売
庖
・

⑤融資内諾通知l

⑥金銭消費HW契約
⑫ローンj昼前

③J弓
J，j I刀
調子t

②取次ぎ

③融資決定通知

⑪代金支払

第1図
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説

提
携
会
社
(
メ
ー
カ
ー

メ
ー
カ
ー
系
月
阪
会
社
等
)
・
金
融
機
関
が
取
引
に
関
与
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

同
様
の
経
過
を
た
ど
っ
て
取
引
が
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
異
な
る
点
を
挙
げ
る
な
丸
山

H
 

討論

販
売
庖
と
提
携
会
社
と
の
関
係
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
販
売
庖
は
提
携
会
社
の
取
次
庖
で
あ
っ

て
、
顧
客
が
版
売
庖
に
購
入
の
申
込
を
す
る
と
、
そ
の
申
込
が
提
携
会
社
に
送
付
さ
れ
、
提
携
会

社
が
顧
客
の
信
用
調
査
を
し
た
う
え
で
、
顧
客
と
売
買
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
な
る
o

し
た
が

っ
て
電
化
ロ

l
ン
で
は
、
販
売
庖
は
顧
客
と
の
関
係
に
お
い
て
は
契
約
の
当
事
者
と
し
て
技
場
し

(第
2
図
参
照
)

0

な
い
よ
う
で
あ
る

住 (3)
宅
住
宅
等
土
地
及
び
土
地
付
住
宅
(
以
下
、
住
宅
等
)
の
ロ

l
ン
提
携
阪
売
l
|
住
宅
ロ

l
ン
|
|

の
場
合
に
は
通
常

顧
客
・
提
撹
会
社
(
不
動
産
会
社
、

建
設
会
社
等
)
・
金
融
機
関
が
取
引
に

関
与
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
次
の
よ
う
な
経
過
を
経
て
取
引
が
行
な
わ
れ
る
。

ま
ず
、
金
融
機
関
の
本
社
と
提
携
会
社
の
本
社
と
の
聞
で
顧
客
に
対
す
る
融
資
に
つ
い
て
予
め

包
括
保
証
契
約
が
締
結
さ
れ
る
。
こ
の
包
括
保
証
契
約
に
お
い
て
、
顧
客
に
対
す
る
金
融
機
関
の

融
資
に
つ
き
提
携
会
社
が
連
市
保
証
を
行
な
う
こ
と
、
融
資
総
枠
及
び
個
別
貸
付
に
つ
い
て
の
取

扱
要
領
、
顧
客
が
債
務
不
履
行
に
お
ち
い
っ
た
場
合
に
提
携
会
社
の
負
う
保
証
債
務
の
履
行
方

法
、
範
囲
等
に
つ
い
て
取
決
め
が
な
さ
れ
る
。

住
宅
等
の
購
入
を
希
望
す
る
顧
客
は
、
売
買
契
約
を
締
結
す
る
と
同
時
に
ロ
l
ン
保
証
委
託
申

ロ
ー
ン
借
入
申
込
書
を
提
携
会
社
に
差
入
れ
る
(
第
乃
図
1

1

①
)
。
提
携
会
社
は
、
包
括

込
書

オ
ー
ト
ロ
l
γ

と
ほ
ぼ

金融機|別
~.~銭消費貸出契約
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電化ローン

代令支払

第2図



保
証
契
約
に
定
め
ら
れ
た
融
資
条
件
に
合
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
自
ら
信
用
調
査
を
し
審
査
を
行
な

う
。
そ
の
結
果
、
融
資
条
件
に
合
致
し
て
い
れ
ば
、
ロ
ー
ン
保
証
委
託
契
約
を
締
結
す
る
(
同
l

l
②
)

0

そ
の
後
、
提
携
会
社
か
ら
ロ

l
γ
借
入
申
込
書
を
添
付
し
、
金
融
機
関
に
対
し
て
融
資
を
依
頼
す
る

(同

l
l③
)

0

金
融
機
関
は
顧
客
に
対
す
る
貸
付
が
融
資
条
件
に
合
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
再
審
査
し
、
合
致
し

て
い
る
場
合
に
は
顧
客
に
融
資
内
諾
の
通
知
を
す
る
。
顧
客
は
金
融
機
関
に
出
向
き
、
金
銭
消
費
貸
借

契
約
を
締
結
す
る

(同

l
i④
)
。
そ
の
後
、

金
融
機
関
と
顧
客
と
の
間
の
約
定
に
も
と
づ
き
、

付

等
の
引
渡
と
前
後
し
て
顧
客
に
貸
付
け
た
資
金
が
、
金
融
機
関
に
よ
っ
て
直
接
に
提
携
会
社
の
口
座
に

振
り
込
ま
れ
る
(
同
|
|
⑤
)

0

以
悠
叫
し
)
沸
-
客
は
金
銭
消
費
貸
借
契
約
に
も
と
づ
き
、
借
入
金
を
月
賦
払
い
で
金
融
機
関
に
返
済
す
る

(同

|
l
a
@
)
0

ローν提携販売の法的構造に関する一考察

同

さ
て
、

以
上
の
特
に
ロ

l

ン
提
携
販
売
が
利
用
さ
れ
る
商
品
に
関
す
る
取
引
現
象
の
分
析
を
通

じ
て
、
次
の
よ
う
な
共
通
す
る
取
引
過
程
を
抽
出
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
第

一
に
金
融
機
関
と
販
売
業
者
側
は
、
予
め
包
括
保
証
契
約
を
締
結
す
る
。
第
二
に
融
資
対
象
と
な
っ
て

い
る
物
件
の
購
入
を
希
望
し
、
か
つ
販
売
業
者
側
が
斡
旋
す
る
顧
客
に
対
し
て
、
金
融
機
関
は
定
型
的

条
件
の
下
で
購
入
資
金
を
融
資
す
る
。
第
三
に
顧
客
に
融
資
さ
れ
た
金
銭
は
直
接
、
金
融
機
関
よ
り
販

売
業
者
側
の
口
座
に
振
込
ま
れ
、

」
れ
に
よ
っ
て
顧
客
の
提
携
会
社
に
対
す
る
売
買
代
金
債
務
は
一
括

し
て
弁
済
さ
れ
る
。
最
後
に
、
以
後
顧
客
が
金
融
機
関
に
対
し
て
借
入
金
を
割
賦
で
返
済
す
る
こ
と
に

包括保証契約

住
宅

①住宅等の売買契約
ローン借入申込み

ロ ン保証委託申込み

住宅ローン〔提携〉第3図
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説

な
る
。

;命

し
た
が
っ
て
、
ロ

l
ン
提
携
販
売
は
顧
客
・
販
売
業
者
側
聞
の
売
買
関
係
、
顧
客
・
金
融
機
関
聞
の
金
銭
消
費
貸
借
関
係
及
び
販
売
業

者
側
・
金
融
機
関
聞
の
保
証
関
係
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
取
引
形
態
で
あ
る
、
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

前
述
し
た
よ
う
に
各
取
引
過
程
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
特
色
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

北法30(2・14)346

過
程
の
抽
出
を
妨
げ
な
い
か
ど
う
か
一
応
検
討
し
て
お
こ
う
。

」
の
よ
う
な
各
取
引
過
程
の
特
色
が
共
通
し
た
取
引

乗
用
車
の
ロ

l
γ
提
携
販
売
の
場
合
に
は
、
売
主
で
あ
る
販
売
業
者
が
金
融
機
関
と
提

携
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く

メ
ー
カ
ー
等
が
販
売
業
者
に
代
わ
っ
て
保
証
を
行
な
う
点

こ
の
よ
う
な
保
証
形
態
が
と
ら
れ
る
の
は
、
販
売
業
者
の
信
用
力
が

弱
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
む
し
ろ
販
売
業
者
と
提
携
会
社
を
販
売
業
者
側
と
し

に
特
色
が
あ
る
が
、

て
包
括
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
販
売
業
者
が
販
売
な
い
し
顧
客
勧
誘
機
能
を
、
提
携
会
社

が
金
融
機
関
に
対
す
る
貸
倒
処
理
機
能
を
担
当
す
る
と
い
う
形
で
機
能
分
担
を
行
な
っ
て

必
要
が
あ
る
限
り
販
売
業
者
側
の
内
部
関
係
の
問
題
と
し
て
検
討
す
る

い
る
と
と
ら
え
、

こ
と
に
し
よ
う
。
電
気
製
品
や
住
宅
の
場
合
に
は
提
携
会
社
が
同
時
に
売
主
と
な
っ
て
い

る
か
ら
、
乗
用
車
の
ロ

l
ン
提
携
販
売
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
問
題
は
お
こ
ら
な
い
。

た
だ
、
住
宅
ロ

l
ン
提
携
販
売
の
場
合
に
は
、
最
近
、
金
融
機
関
の
顧
客
に
対
す
る
債

権
を
保
全
す
る
方
法
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
提
携
会
社
に
よ
る
包
括
保
証
に
代
っ
て
、

金
融
機
関
の
関
連
保
証
会
社
に
よ
る
保
証
(
第
4
図
)
な
い
し
損
害
保
険
会
社
に
よ
る
住

宅
ロ

I
ン
保
証
保
険
(
第
5
図
)
の
利
用
が
拡
大
し
て
き
て
い
る
点
に
注
意
す
る
必
要
が

fT5えdi'll(l'dlll契約

わ
川
ゲ
什
ソ

H
い

1-

ル
ル
ト
'
川
け
1
4
3
n仁
L
V

保
副
会
託
契
約

{与しill契約
出
剛
山
符
の
斡
純

似
込
み

住宅ローン保証会社による保証(提携用〉第4図



あ
る
。
こ
れ
に
伴
っ
て
不
動
産
会
社
等
の
販
売
業
者
と
金
融
機
関
と
の
提
携
内
容
の
中
心

は
、
顧
客
の
債
務
に
関
す
る
保
証
か
ら
顧
客
の
斡
旋
へ
と
変
化
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
o
し

か
し
な
が
ら
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
な
お
新
た
な
保
証
形
態
|
|
住
宅
ロ

l
ン
保
証
保
険
も

保
険
の
形
態
を
と
る
が
そ
の
実
質
は
保
証
で
あ
る

l
ー
は
金
融
機
関
と
販
売
業
者
の
保
証

関
係
の
内
容
の
問
題
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
保
証
形
態
は
販
売
業
者
と
金
融
機
関
の
双
方
の
危
険
を
分
散
す

る
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
、
か
つ
金
融
機
関
・
販
売
業
者
・
保
証
会
社
な
い
し
保
険
会
社

す
な
わ
ち
、

の
三
者
間
で
覚
書
を
交
し
、

」
の
覚
書
の
条
件
を
満
足
す
る
融
資
契
約
は
す
べ
て
保
証
さ

付

れ
る
住
組
み
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
顧
客
に
と
っ
て
は
保
証
料
(
あ
る
い

ロー γ提携販売の法的構造に関する一考察

は
保
険
料
)
を
販
売
業
者
に
支
払
お
う
と
保
証
会
社
な
い
し
保
険
会
社
に
支
払
お
う
と
変

わ
り
は
な
い
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
保
証
会
社
な
い
し
保
険
会
社
を
考
察

の
対
象
か
ら
外
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
以
下
の
叙
述
を
で
き
る
だ
け
明

確
に
す
る
た
め
に
前
述
し
た
よ
う
な
共
通
し
た
取
引
過
程
の
抽
出
を
妨
げ
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

ん
仰
リ
ハ
リ
d

け
川

1

一ト

ル
r
e
v
H
H
K引
j
μ
t
v

保
険
契
約

，J411 ・ ~h'li"'{ 
契約(与~JJI保険，iJlぷ

(a!;~ì令支:.)1、)
断
昨
介
の
斡
肱

振
込
み

党 E!?

住宅ローン保証保険(提携用〕第5図

し
た
が
っ
て

ロ
ー
ン
提
携
販
売
は
顧
客
・
販
売
業
者
間
の
売
買
関
係
、
金
融
機
関
・
顧
客
間
の
金
銭
消
費
貸
借
関
係
及
び
金
融
機

と
要
約
で
き
よ
う
。
問
題
は
三
当
事
者
間
の
取
引
関
係
が
ど

関
・
販
売
業
者
聞
の
保
証
関
係
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
取
引
形
態
で
あ
る
、

の
よ
う
に
連
結
し
て
い
る
か
で
あ
る
。

(
l
)
我
国
に
お
け
る
ロ
i
γ

提
携
販
売
の
実
態
に
関
し
て
は
、
金
融
財
政
事
情
研
究
会
制
『
消
費
者
ロ
l

y
の
実
務
手
引
き
』
一
九
七
七
年
の
他
、
以
下
の

北法;30(2・15)347



説

註
参
照
。

(
2
)
現
在
、
戸

l
y
提
携
販
売
が
利
用
さ
れ
て
い
る
商
品
は
、
住
宅
、
自
動
車
、
屯
気
製
品
の
他
に
ピ
ア
ノ
等
の
楽
器
、
家
具
、
イ
シ
テ
り
ア
、
ベ
ッ
ド
、

冷
暖
房
器
具
、
住
宅
設
置
機
器
、
セ

γ
ト
ラ
ル
ヒ

l
テ
ィ
シ
グ
、
風
呂
器
具
、
ガ
ス
器
具
等
が
あ
る
。
ま
た
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
、
た
と
え
ば
教
育
、
旅

行
等
に
も
戸

l
y
提
携
販
売
が
利
用
さ
れ
て
い
る
(
金
融
財
政
事
情
研
究
会
編
・
前
掲
書
註

(
l
)
二
回
頁
)
。
し
た
が
っ
て
ロ

l
γ
提
携
「
販
売
」
と

い
う
よ
り
は
、
ロ

l
y
提
携
「
取
引
」
と
い
っ
た
ほ
う
が
適
当
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

(

3

)

金
融
財
政
事
情
研
究
会
編
・
前
掲
書
註
(

l

)

一
八
五

l
一
九
二
頁
参
照
。

(
4
)
事
業
用
電
化
製
品
、
事
務
機
器
、
理
美
容
機
器
、
医
療
用
機
器
等
。

(
5
)
事
業
者
向
け
の
ロ

l
γ
提
携
販
売
に
関
す
る
実
務
上
の
問
題
点
と
今
後
の
方
向
に
つ
い
て
は
、
金
融
財
政
事
情
研
究
会
編
・
前
掲
書
誌

(
l
〉
一
九
九

二
O
O頁
参
照
。

(

6

)

事
業
者
が
自
己
の
生
活
に
関
連
し
た
商
品
を
購
入
す
る
場
合
及
び
事
業
者
以
外
の
者
が
事
業
用
の
商
品
を
購
入
す
る
場
合
に
は
消
費
者
契
約
と
い
っ
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
序
章
註

(
3
)
参
照
。

(
7
)
竹
内
昭
夫
「
消
費
者
保
護
」
『
現
代
の
経
済
構
造
と
法
』
一
九
七
五
年
、
一
回
一
五
頁
及
び
同
・
「
消
費
者
信
用
の
適
正
化

l
l総
合
的
な
消
費
者
信

用
保
護
法
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
」
月
刊
ク
レ
ジ
ッ
ト
二

O
O号
二

O
頁
に
よ
れ
ば
、
農
民
・
漁
民
は
概
し
て
経
済
的
に
も
法
律
的
に
も
弱
者
で
あ
る
か

ら
、
個
人
が
事
業
目
的
の
た
め
に
金
銭
を
借
り
る
場
合
と
は
い
っ
て
も
商
広
主
等
と
は
区
別
し
て
、
む
し
ろ
消
費
者
と
し
て
扱
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

私
は
事
業
者
が
事
業
目
的
の
た
め
に
信
用
を
供
与
さ
れ
る
場
合
は
一
応
、
消
費
者
取
引
と
は
区
別
し
、
取
引
実
態
に
共
通
性
が
あ
る
か
ぎ
り
、
消
費
者
取

引
に
お
け
る
取
扱
い
を
類
推
し
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

(
B
)
乗
用
車
を
信
用
販
売
で
購
入
す
る
方
法
と
し
て
は
、

?
i
y提
携
販
売
以
外
に
販
売
業
者
に
よ
る
、
い
わ
ゆ
る
マ
ル
専
手
形
を
利
用
し
た
割
賦
販
売
方

式
、
販
売
業
者
と
顧
客
が
割
賦
販
売
契
約
を
締
結
し
、
そ
の
後
販
売
金
融
会
社
が
割
賦
債
権
を
買
取
る
、
債
権
買
取
り
方
式
(
た
と
え
ば
、
い
す
ず
販
売

金
融
株
式
会
社
。
来
栖
・
前
掲
書
序
'
常
註
(

5

)

一
七
一
頁
、
田
辺
光
政
『
フ
ァ
ク
タ
リ
シ
グ
取
引
の
法
理
論
』
一
九
七
九
年
、
八

O
l八
二
頁
参
照
)

仙
寺
が
あ
る
。
自
動
車
の
信
用
販
売
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
日
本
割
賦
協
会
『
信
用
販
売
実
態
調
査
報
告
書
(
昭
和
五
二
年
度
通
産
省
委
託
事
業
〉
』
一

九
七
八
年
、
四
四
五
三
頁
、
座
談
会
「
消
費
者
信
用
の
現
状
と
課
題
」
に
お
け
る
飯
山
良
氏
の
発
言
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
四
四
号
一
八
頁
参
照
。
飯
山
氏

に
よ
る
と
新
車
の
場
合
に
は
、
約
五

O
%前
後
が
信
用
販
売
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
マ
ル
専
手
形
を
使
用
し
た
割
賦
販
売
が
約
九

O
%、
ロ

l
γ
提
携
販
売

が
一

O
%程
度
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
(
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
六
四
号
一
八
頁
)
。
た
だ
、
金
融
機
関
に
お
け
る
預
金
口
座
振
答
制
度
の
発
達
や
手

論
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付

数
が
か
か
る
わ
り
に
メ
リ
ッ
ト
が
少
な
い
等
の
理
由
か
ら
マ
ル
専
手
形
を
利
用
し
た
割
賦
販
売
の
ウ
エ
イ
ト
は
年
々
減
少
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
ハ
大
塩

弘
毅
「
信
用
販
売
実
態
調
査
に
つ
い
て
」
月
刊
ク
レ
ジ
ッ
ト
二
四
五
号
七
頁
)
。

(
9
)
金
融
財
政
事
情
研
究
会
編
・
前
掲
書
註
(

i

)

一
一
一
一
頁
以
下
参
照
。
日
本
割
賦
協
会
・
前
旧
問
書
註
(

8

)

四
七
頁
、
七
二
頁
、
八
一
一
貝
。
小
林
大
豊

「
消
費
者
信
用
シ
ス
テ
ム
の
実
態
」
金
融
財
政
事
情
昭
和
五
二
年
八
月
二
九
日
号
二
八
、
三
二
頁
。

(
ω
)
都
銀
の
一
部
で
本
文
で
述
べ
た
取
引
方
式
を
改
善
し
た
新
し
い
方
式
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
顧
客
は
乗
用
車
の
購
入
時
に
あ
ら
か
じ
め
銀

行
か
ら
販
売
業
者
に
提
供
さ
れ
て
い
る
戸
、
l
γ
契
約
用
紙
を
使
用
し
て
ロ
l
γ
契
約
書
を
作
成
す
る
方
式
で
あ
る
。
こ
の
方
式
に
よ
れ
ば
、
顧
客
は
あ
ら

た
め
て
金
銭
消
費
貸
借
契
約
を
締
結
す
る
た
め
に
銀
行
ま
で
出
向
く
必
要
は
な
く
、
販
売
業
者
が
顧
客
に
代
っ
て
、
銀
行
に
対
し
て
ロ

l
y
契
約
書
を
含

め
た
融
資
関
係
書
類
一
式
を
提
出
し
、
銀
行
が
事
務
手
続
を
完
了
し
た
段
階
で
融
資
が
実
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
銀
行
は
窓
口
で
顧
客
と

の
接
触
の
機
会
を
失
う
こ
と
に
な
る
反
面
、
融
資
手
続
の
簡
易
化
に
よ
り
コ
ス
ト
が
軽
減
さ
れ
、
他
方
販
売
業
者
に
と
っ
て
も
白
ら
融
資
書
類
を
提
出
す

る
の
で
代
金
回
収
時
期
を
確
認
で
き
、
戸
l
γ
手
続
期
間
が
短
縮
さ
れ
、
売
上
代
金
の
早
期
回
収
に
つ
な
が
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

高
岡
龍
一
「
銀
行
に
お
け
る
消
費
者
戸
|

γ

の
展
開
方
向
」
金
融
財
政
事
情
昭
和
五
二
年
八
月
二
九
日
号
、
二
三
頁
。

(
日
〉
ほ
と
ん
ど
の
金
融
機
関
は
、
顧
客
と
の
金
銭
消
費
貸
借
契
約
に
つ
い
て
ア
ド
オ

γ
用
契
約
書
を
使
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
借
主
の
所
要
資
産
に
ア
ド

オ
ソ
年
利
率
と
融
資
期
聞
を
か
け
た
も
の
を
利
息
総
額
と
し
、
こ
れ
に
所
要
資
金
を
加
え
た
額
を
融
資
金
額
と
す
る
。
顧
客
は
こ
の
融
資
金
額
を
毎
月
均

等
に
分
割
し
て
弁
済
す
る
こ
と
に
な
る
。
詳
細
は
、
金
融
財
政
事
情
研
究
会
編
・
前
掲
書
註
(
l
)
一
一
一
八
|
四
六
頁
。
オ
ー
ト
戸
l
γ
の
場
合
だ
け
で
な

く
、
電
化
戸
l
γ
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
な
お
、
割
賦
販
売
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
(
一
九
七
四
年
五
月
一
五
日
)
に
よ
る
ア
ド
オ
γ
金
利
表
示
の

実
質
年
率
表
示
へ
の
移
行
措
置
に
伴
い
、
割
賦
販
売
法
の
規
制
対
象
と
伝
っ
て
い
な
い
金
融
機
関
の
ア
ド
オ
ソ
用
契
約
書
も
実
質
年
率
表
示
に
改
め
ら
れ

て
い
る
。

(
ロ
)
電
気
製
品
を
信
用
販
売
で
購
入
す
る
方
法
と
し
て
は
、
ロ

l

y
提
携
販
売
方
式
以
外
に
販
売
業
者
に
よ
る
割
賦
販
売
方
式
、
販
売
応
が
メ
ー
カ
ー
系
月

阪
会
社
か
ら
販
売
委
託
を
受
け
て
い
る
だ
け
で
、
実
際
に
は
メ
ー
カ
ー
系
月
販
会
社
と
顧
客
が
割
賦
販
売
契
約
を
締
結
す
る
方
式
、
一
般
に
シ
ョ
ッ
ピ

γ

グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
と
か
個
品
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
と
呼
ば
れ
て
い
る
方
式
(
販
売
業
者
と
信
販
会
社
な
い
し
、
メ
ー
カ
ー
系
月
阪
会
社
の
聞
に
あ
ら
か
じ
め

提
携
関
係
が
あ
っ
て
、
顧
客
が
商
品
を
信
用
販
売
で
購
入
す
る
際
に
、
信
販
会
社
が
顧
客
の
購
入
し
た
商
品
の
代
金
を
販
売
業
者
に
対
し
て
立
替
払
す
る

と
い
う
内
容
の
契
約
を
顧
客
と
締
結
し
、
こ
れ
に
も
と
ξ

つ
い
て
販
売
業
者
が
一
括
し
て
商
品
の
代
金
を
信
販
会
社
か
ら
受
け
取
る
)
等
が
あ
る
。
日
本
割

斌
協
会
・
前
掲
室
田
註
(

8

)

一一六

l
一
一
一
一
一
頁
。
小
林
大
農
・
前
掲
論
文
註
(

9

)

一
一
六
、
一
二

O
頁
。
座
談
会
「
消
費
者
信
用
の
現
状
と
課
題
」
に
お
け
る
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説

小
林
豊
次
郎
氏
の
発
言
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
四
四
号
二
一
頁
。

(
日
)
日
本
割
賦
協
会
・
前
掲
脅
註

(
8
)
一二一
1
1
一
一
一
一
一
頁
。
小
体
大
地
一
耳
・
前
掲
論
文
註

(
9
〉
二
八
頁
。

(
川
円
〉
シ
ャ
ー
プ
と
富
士
銀
行
に
よ
っ
て
新
し
い
ロ

l
γ
提
携
販
売
方
式
(
シ
ャ
ー
プ
ク
ィ
ッ
ク
ロ

l
γ
〉
が
開
発
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
富

士
銀
行
が
行
な
っ
て
き
た
融
資
受
付
、
信
用
供
与
業
務
等
を
シ
ャ
ー
プ
の
販
売
庖
が
代
行
し
、
シ
ャ
ー
プ
が
一
括
し
て
融
資
の
保
証
を
行
な
う
も
の
で
、

こ
れ
に
よ
っ
て
シ
ャ
ー
プ
が
信
用
が
あ
る
と
認
め
た
顧
客
は
銀
行
に
よ
る
信
用
調
査
、
手
続
を
経
る
こ
と
な
く
販
売
庖
で
即
座
に
融
資
を
受
け
ら
れ
る

(
た
だ
し
五
万
円
以
上
の
家
電
製
品
)
。
他
方
、
シ
ャ
ー
プ
に
と
っ
て
は
、
現
金
に
よ
る
入
金
が
増
え
、
売
掛
金
の
減
少
に
よ
る
財
務
内
容
の
改
善
を
は
か

る
こ
と
が
で
き
、
富
士
銀
行
に
と
っ
て
は
貸
出
額
の
増
加
に
結
び
つ
く
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
日
本
経
済
新
聞
一
九
七
八
年
一
二
月

六
日
。

(
日
)
住
宅
ロ

l
y
と
呼
ば
れ
る
貸
付
に
は
、
金
融
機
関
と
顧
客
例
人
と
の
直
接
的
関
係
に
も
と
ご
つ
い
て
住
宅
等
の
購
入
資
金
が
融
資
さ
れ
る
「
非
提
携
ロ
|

γ
」
方
式
と
、
本
稿
で
取
扱
わ
れ
る
「
提
携
ロ

l
γ
」
方
式
が
あ
る
。
昭
和
五
一
年
九
月
末
現
在
の
調
査
に
よ
る
と
、
都
銀
の
場
合
に
は
、
提
携
住
宅
ロ

l
γ
が
消
費
者
向
貸
付
額
の
一
二
三
・
六
%
、
非
提
携
住
宅
戸
、
l
γ
が
五
五
・
二
%
を
、
地
銀
の
場
合
に
は
、
提
携
住
宅
ロ

l
γ
が
一
二
・
八
%
、
非
提
携

住
宅
戸

l
γ
が
六
回
・
五
%
を
占
め
て
い
る
(
阿
部
茂
「
正
念
場
を
迎
え
る
銀
行
日

l
ン
戦
略
」
金
融
財
政
事
情
昭
和
五
二
年
八
月
二
九
日
号
二

O
頁)。

(

V

叩
)
金
融
財
政
事
情
研
究
会
編
・
前
掲
書
註
(

l

)

二
四
六
頁
以
下
参
照
。

(
げ
)
多
く
の
金
融
機
関
は
通
常
、
顧
客
と
の
金
銭
消
費
貸
借
契
約
に
つ
い
て
月
利
残
債
用
契
約
書
を
使
用
し
て
、
元
利
均
等
割
賦
償
還
方
式
を
と
っ
て
い
る

ょ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
毎
月
の
元
利
返
済
合
計
額
が
均
等
で
初
め
は
利
息
返
還
分
が
多
く
、
次
第
に
利
息
と
一
元
本
の
比
率
が
逆
転
す
る
返
済
方
法
で

あ
る
。
詳
細
は
、
金
融
財
政
事
情
研
究
会
編
・
前
掲
書
註
(

l

)

四
六
|
五
一
一
貝
。

(
同
)
金
融
機
関
の
顧
客
に
対
す
る
貸
付
金
債
権
を
保
全
す
る
方
法
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
手
段
が
あ
る
。
第
一
に
提
携
会
社
に
よ
る
包
括
保
証
の
み
に
依
存

す
る
方
式
(
提
携
会
社
は
、
金
融
機
関
に
対
す
る
保
-
証
債
務
の
履
行
に
伴
っ
て
発
生
す
る
求
償
権
を
保
全
す
る
た
め
に
販
売
し
た
不
動
産
物
件
に
抵
当
権

の
設
定
を
、
建
物
の
場
合
に
は
こ
れ
に
加
え
て
火
災
保
険
及
び
保
険
金
請
求
権
に
質
権
を
設
定
す
る
)
、
第
二
に
提
携
会
社
の
包
括
保
証
に
加
え
て
、
金

融
機
関
が
個
別
に
融
資
対
象
と
な
っ
た
顧
客
の
不
動
産
に
抵
当
権
を
設
定
す
る
方
式
、
第
三
に
金
融
機
関
の
関
連
保
証
会
社
あ
る
い
は
損
害
保
険
会
社
が

提
携
先
に
代
っ
て
金
融
機
関
に
対
し
て
保
証
を
す
る
方
式
(
金
融
機
関
・
提
携
会
社
・
保
証
会
社
な
い
し
保
険
会
社
の
三
者
間
で
協
定
を
結
び
、
条
件
を

満
足
す
る
融
資
契
約
は
す
べ
て
保
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
住
宅
ロ

l
y
保
証
保
険
の
場
合
に
は
、
顧
客
と
保
険
会
社
が
保
険
契
約
を
締
結
し
、
金
融
機

関
が
被
保
険
者
と
な
る
。
住
宅
ロ

l
γ
保
証
会
社
の
場
合
に
は
、
顧
客
と
保
証
会
社
聞
の
保
証
委
託
契
約
に
も
と
づ
き
保
証
会
社
と
金
融
機
関
が
保
証
契

論

北法30(2・18)350



付

約
を
締
結
す
る
。
一
方
、
保
険
会
社
は
保
険
金
を
回
収
す
る
た
め
に
叉
保
証
会
社
は
求
償
権
を
確
保
す
る
た
め
に
融
資
物
件
を
担
保
と
し
て
取
得
す
る
。
)
。

こ
の
他
に
債
権
保
全
の
方
法
と
し
て
は
団
体
信
用
生
命
保
険
制
度
が
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
従
来
第
一
の
方
式
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
近
年
第
一
一
一
の

方
式
が
拡
大
し
て
き
て
い
る
。

(
山
口
)
提
携
会
社
の
包
括
保
証
に
代
っ
て
、
住
宅
ロ

l
シ
保
証
保
険
(
一
九
七
一
年
創
設
)
や
住
宅
ロ

l
y
保
証
会
社
に
よ
る
保
証
(
一
九
七
四
年
以
降
)
が

拡
大
し
て
き
た
背
景
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
事
情
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
提
携
会
社
に
と
っ
て
は
①
保
証
債
務
が
増
大
し
た
こ
と
、
②
担
保
取

得
・
管
理
事
務
が
増
大
し
た
こ
と
、
金
融
機
関
に
と
っ
て
は
①
提
携
会
社
の
保
証
債
務
の
増
大
に
伴
っ
て
提
携
会
社
の
包
括
保
証
の
み
に
依
存
す
る
の
で

は
債
権
の
保
全
上
安
全
と
は
い
え
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
、
特
に
提
携
先
が
倒
産
す
る
と
金
融
機
関
は
代
位
弁
済
を
受
け
ら
れ
ず
、
か
つ
提
携
先
が
担
保

を
取
得
し
て
い
る
た
め
に
金
融
機
関
と
し
て
は
債
権
の
回
収
手
段
が
な
い
(
鈴
木
正
和
「
住
宅
ロ

l
y
事
故
処
理
の
実
務
」
金
融
法
務
事
情
七
八

O
号
七

|
入
賞
、
「
東
京
管
財
人
懇
談
会
第
一
八
回
レ
ポ
ー
ト
・
不
動
産
の
販
売
提
携
?
i
y
に
お
け
る
更
生
会
社
の
抵
当
権
の
活
用
方
法
等
」

N
B
L
一
七
七

号
四
一
!
四
二
頁
)
、
②
提
携
会
社
の
増
加
か
ら
融
資
事
務
処
理
が
多
様
化
し
繁
雑
に
な
っ
て
き
た
こ
と
、
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
住
宅
ロ

l
γ
保
証

会
社
に
よ
る
保
証
及
び
住
宅
ロ

l
y
保
証
保
険
は
、
金
融
機
関
と
提
携
会
社
の
双
方
に
メ
リ
ッ
ト
を
も
た
ら
す
制
度
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
石
川
博
一

「
消
費
者
金
融
の
現
況
と
当
面
の
諸
課
題
」
金
融
三
七
九
号
八
頁
、
龍
宝
惟
男
「
住
宅
ロ

l
y
保
証
会
社
|
|
今
後
の
方
向
と
問
題
点
」
金
融
法
務
事
情

七
七
六
号
四
一

O
頁
、
大
正
海
上
火
災
ぬ
編
『
保
証
・
信
用
保
険
の
理
論
と
実
務
』
一
九
七
九
年
、
五
七
九
三
頁
、
松
村
寛
治
「
住
宅
ロ

l
γ
保
証

保
険
の
性
質
と
問
題
点
」
金
融
法
務
事
情
八
一
六
日
万
四

l
一
一
一
頁
、
同
八
一
七
号
二
一

l
一
七
頁
等
。

ロー γ提携販売の法的構造に関する一考察

機
能
的
実
態
分
析

こ
こ
で
は
、
取
引
現
象
の
分
析
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
三
当
事
者
聞
の
取
引
過
程
に
つ
い
て
、
そ
の
有
機
的
な
関
連
性
を
考

ロ
ー
ン
提
携
販
売
の
発
展
史
を
辿
り
な
が
ら
、
こ
の
取
引
形
態
を
誕
生
さ
せ
拡
大
し
て
き
た
我
国
の
社
会
的
経
済

ヤ)
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察
し
た
い
。
そ
こ
で

的
要
因
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ロ
ー
ン
提
携
販
売
が
始
ま
っ
た
の
は
一
九
六

0
年
代
前
半
で
あ
り
、
こ
の
時
期
は
金
融
機
関
が
い
わ
ゆ
る
「
消
費
者
金
融
」
へ
進
出
し



説

た
時
期
と
一
致
し
て
い
る
。
つ
ま
り

ロ
ー
ン
提
携
販
売
の
誕
生
が
消
費
者
に
対
す
る
新
た
な
与
信
者
と
し
て
金
融
機
関
を
致
場
さ
せ
た

と
い
え
よ
う
。
金
融
機
関
の
参
入
が
消
費
者
に
対
す
る
与
信
シ
ス
テ
ム
に
転
換
期
を
も
た
ら
す
一
つ
の
要
因
と
な
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た

論

と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
売
主
か
ら
与
信
者
を
分
離
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

一
九
六

0
年
代
前
半
に
お
け

る
ロ

l
ン
提
携
販
売
の
設
場
は
消
費
者
信
用
取
引
の
結
節
点
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
時
期
に
あ
っ
て
ロ
!
ン
提
携
販
売
が
最
も
利
用
さ
れ
た
の
は
乗
用
車
の
販
売
で
あ
る
。

一
九
六

0
年
代
前
半
は
、
消
費
者
の
所
得

水
準
の
向
上
と
消
費
生
活
の
高
度
化
に
よ
っ
て
、
急
激
に
需
要
が
膨
張
し
た
時
期
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
自
ら
消
費
者
に
信
用
を
供
与
し
て

い
た
販
売
業
者
は
、
時
間
と
経
費
が
か
か
る
自
己
月
阪
を
大
量
に
か
か
え
る
だ
け
の
資
金
的
余
裕
が
な
か
っ
た
。
ま
た
、

メ
ー
カ
ー
も
大

量
生
産
を
維
持
し
な
が
ら
他
方
で
大
量
販
売
を
促
進
す
る
た
め
の
資
金
を
版
売
業
者
に
援
助
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。

一方、

銀
行
は
一
九
六

O
年
の
岩
戸
景
気
に
よ
っ
て
高
度
成
長
が
本
格
化
す
る
な
か
で
、

企
業
の
旺
盛
な
資
金
需
要
の
供
給
源
で
あ
る
個
人
の
金

融
資
産
が
銀
行
預
金
か
ら
株
式
や
投
資
信
託
へ
と
移
行
し
て
い
た
た
め
に
、
証
券
会
社
に
対
抗
す
る
預
金
吸
収
手
段
を
開
拓
す
る
必
要
に

迫
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
両
者
の
要
請
が
相
佼
っ
て
生
ま
れ
た
の
が
オ

l
ト
ロ

l
ン
を
は
じ
め
と
す
る

?
l
ン
提
携
販
売
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
ロ

l
ン
提
携
販
売
の
梨
明
期
は
次
の
よ
う
な
社
会
的
経
済
的
要
因
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
消

費
者
に
潜
在
的
需
要
が
存
在
し
た
こ
と
、
販
売
業
者
及
び
メ
ー
カ
ー
が
こ
の
潜
在
需
要
を
資
金
負
担
な
し
に
有
効
需
要
に
転
化
さ
せ
、
過

剰
商
品
の
販
路
を
開
拓
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
金
融
機
関
が
預
金
を
吸
収
す
る
手
段
を
必
要
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ

る。
こ
の
よ
う
な
要
因
は
ロ

l
ン
提
携
販
売
の
第
二
の
発
展
期
で
あ
る
一
九
六

0
年
代
後
半
に
お
い
て
も
基
本
的
に
は
異
な
ら
な
い
。

り

カ
l
・
カ
ラ
ー
テ
レ
ビ
・
ク
ー
ラ
ー

(三
C
)
に
代
表
さ
れ
る
大
型
消
費
財
ブ

l
ム
と
住
宅
建
設
ブ

l
ム
を
背
景
と
し
て
ロ

l
ン
提

携
販
売
が
急
速
に
発
展
し
た
か
ら
で
あ
る
。
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つ
ま



し
か
し
な
が
ら
、
金
融
機
関
が
ロ

l
ン
提
携
販
売
の
拡
大
を
求
め
た
背
景
に
は
次
の
よ
う
な
変
化
が
見
ら
れ
る
。

は
、
不
況
が
長
期
化
す
る
な
か
で
一
時
的
に
産
業
資
金
需
要
が
減
退
し
た
だ
け
で
な
く
、
長
期
的
な
経
済
動
向
か
ら
み
て
も
一
九
六

O
年

一
九
六

0
年
代
後
半

代
前
半
の
高
度
成
長
に
支
え
ら
れ
た
設
備
投
資
を
中
心
と
す
る
企
業
金
融
の
増
大
は
、
も
は
や
期
待
で
き
な
い
と
予
測
さ
れ
て
い
た
時
期

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
金
融
機
関
に
は
新
た
な
余
俗
資
金
の
運
用
先
が
必
要
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
金
融
機
関
は
こ
の
要
求
の
実
現
手

ロ
ー
ン
提
携
販
売
を
単
に
預
金
吸
収
の
手
段
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
余
裕
資

金
の
新
た
な
運
用
先
で
あ
る
個
人
を
も
た
ら
す
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

段
を
ロ
l
ン
提
携
版
売
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

」
の
よ
う
な
金
融
機
関
の
方
向

転
換
を
可
能
に
し
た
の
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
普
及
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
事
務
の
大
量
処
理
が
可
能
と
な
り
、

一
件
当
り
の
コ
ス
ト

が
削
減
さ
れ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

付

ロ
ー
ン
提
携
版
売
の
第
三
の
発
展
期
は
住
宅
ロ

!
γ

を
中
心
に
展
開
す
る
。

一
般
大
衆
の
住
宅
に
対
す
る
需
要
と
銀
行
側
の
資
金
需
要

ロー γ提携販売の法的構造に関する一考察

の
余
裕
、

一
九
七
一
年
か
ら
一
九
七
二
年
に
か
け
て
の
金
融
緩
和

そ
し
て
不
動
産
会
社
や
建
設
会
社
等
の
駁
売
側
の
資
本
力
の
弱
さ
が
、

期
に
住
宅
ロ

l
ン
の
飛
躍
的
増
大
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
住
宅
に
は
「
イ
ン
フ
レ
下
の
唯
一
の
財
産
的
意
味
も
あ
っ
て
」

「
政
府
と
し
て
は
融
資
残
高
に
対
す
る
利
子
補
給
金
が

長
期
的
に
大
き
な
財
政
負
担
と
な
る
こ
と
か
ら
」
住
宅
金
融
公
庫
等
の
融
資
量
を
矧
強
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
不
動
産
会
社
や
建
設
会

一
般
大
衆
の
持
家
指
向
に
は
根
強
い
も
の
が
あ
っ
た
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

社
等
は
「
販
売
政
策
の
一
環
」
と
し
て
積
極
的
に
金
融
機
関
と
の
提
携
を
進
め
て
い
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
ま
た
金
融
機
関
に
と
っ
て

も
住
宅
関
連
会
社
が
成
長
産
業
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
余
裕
資
金
の
運
用
先
と
し
て
魅
力
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
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そ
の
後
、
我
国
は
急
激
な
物
価
上
昇
と
こ
れ
に
追
い
打
ち
を
か
け
た
一
九
七
三
一
年
暮
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
の
た
め
に
一
九
七
四
年
に
は

強
力
な
金
融
引
締
が
行
な
わ
れ
、
総
需
要
抑
制
策
が
実
施
さ
れ
る
に
至
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
住
宅

?
i
ン
だ
け
は
根
強
い
住
宅
需
要
が

あ
っ
た
こ
と
、
消
費
者
運
動
が
始
頭
し
、

銀
行
の
社
会
的
責
任
が
問
題
と
な
っ
た
こ
と
等
か
ら
成
長
が
鈍
化
し
た
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ



i昔t

る
。
つ
ま
り
、
金
融
の
引
締
が
行
な
わ
れ
、
銀
行
の
資
金
需
要
に
余
裕
が
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
住
宅
ロ

l
ン
を
完
全
に
抑
制
す
る

(
悶
)

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
住
宅
ロ
l
ン
が
消
費
者
金
融
の
大
部
分
を
占
め
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
第
二
な
い

論

し
第
三
の
発
展
期
と
は
異
な
る
|
|
す
な
わ
ち
銀
行
の
余
裕
資
金
の
運
用
手
段
で
は
な
い
l
l
i銀
行
業
務
に
お
け
る
消
費
者
金
融
の
位
置
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づ
け
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
一
九
七
五
年
以
降
の
深
刻
な
不
況
期
を
経
て
一
層
明
確
に
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
後

の
経
済
環
境
の
変
化
に
伴
っ
て
金
融
環
境
も
変
化
し
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
高
度
成
長
か
ら
安
定
成
長
へ
と
成
長
率
が

鈍
化
し
企
業
の
設
備
投
資
意
欲
が
落
ち
こ
む
だ
け
で
な
く
、
企
業
の
自
己
資
本
比
率
が
高
ま
る
傾
向
が
み
ら
れ
、
長
期
的
に
企
業
の
資
金

需
要
が
減
少
す
る
だ
ろ
う
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
経
済
環
境
、
金
融
環
境
の
変
化
の
中
で
は
消
費
者
金
融
を

企
業
金
融
と
同
様
に
銀
行
の
資
金
運
用
手
段
と
し
て
重
視
し
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
ロ

l
ン
提
携
販
売
も
新

{
油
)

ロ
l
ン
提
携
版
売
方
式
の
改
良
と
対
象
商
品
の
拡
大
に
よ
る
質
の
向
上
で
あ
る
。
こ
れ
が

ロた

!な
ン展
提開
鴎期
似を
売む
のか
第え
四ね
期ば
でな
あら
る5な
。く

な
る。

ロ
ー
ン
提
携
版
売
の
発
展
の
背
景
に
以
上
の
よ
う
な
社
会
的
経
済
的
要
因
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
換
言
す
る
な
ら
ば
、

提
携
販
売
は
取
引
の
当
事
者
に
次
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
を
も
た
ら
す
取
引
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
顧
客
に

し
か
も
割
賦
版
売
よ
り
も
安
い
利
息

|
i割
賦

同

ロ

ン

と
っ
て
は
、
手
持
ち
の
資
金
を
投
下
せ
ず
に
、
あ
る
い
は
予
め
貯
蓄
を
す
る
こ
と
な
く
、

販
売
を
実
施
す
る
た
め
の
資
金
を
割
賦
販
売
業
者
は
結
局
の
と
と
ろ
金
融
機
関
に
依
存
し
て
い
る
た
め
利
息
が
高
い

l
iで
商
品
や
サ

l

ま
ず
第
一
に
利
息
を

支
払
っ
て
金
融
機
関
か
ら
営
業
資
金
を
調
達
し
な
く
と
も
金
融
機
関
に
顧
客
を
斡
旋
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
顧
客
の
信
用
を
利
用
し
て
直
ち

に
資
金
の
回
収
が
可
能
と
な
り
、
第
二
に
消
費
者
の
潜
在
的
需
要
を
有
効
需
要
に
顕
在
化
さ
せ
販
売
の
促
進
を
可
能
に
し
、
第
一
二
に
割
賦

ピ
ス
を
直
ち
に
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一方、

販
売
業
者
に
と
っ
て
ロ

l
ン
提
携
販
売
を
利
用
す
る
こ
と
は
、



政
売
に
伴
う
集
金
や
そ
の
他
の
事
務
処
理
の
た
め
の
機
関
・
経
費
を
削
減
で
き
る
、

と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
他
方
、
金
融
機
関
は
、

ロ
ー
ン
提
携
版
売
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
預
金
を
吸
収
し
う
る
と
い
う
副
次
的
効
果
し
か
当
初
は
期
待
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
現
在
の
経
済
環
境
を
考
え
る
な
ら
ば
、

ロ
ー
ン
提
携
販
売
は
、
第
一
に
「
消
費
者
」
と
い
う
新
た
な
資
金
の
運
用
先
を
も
た
ら

し
、
利
息
な
い
し
手
数
料
を
取
得
さ
せ
る
取
引
で
あ
り
、
第
二
に
広
告
費
や
支
庖
設
置
費
用
の
よ
う
な
融
資
勧
誘
費
用
や
担
保
取
得
・
管

理
業
務
に
伴
う
費
用
を
節
約
で
き
、
第
三
一
に
提
携
先
等
の
保
証
に
よ
っ
て
融
資
回
収
の
安
全
性
が
高
い
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
取
引
と

い
え
よ
う
。

し
た
が
っ
て

ロ
i
γ
提
携
販
売
は
前
述
し
た
メ
リ
ッ
ト
を
取
引
に
関
与
し
た
当

信
用
供
与
と
版
売
の
機
能
を
三
当
事
者
間
の
取
引
関
係
が
分
担
す
る
取
引
形
態
と
考
え
ら
れ
る
。

ロ
l
γ

提
携
販
売
を
機
能
的
に
分
析
す
る
な
ら
ば

事
者
が
享
受
す
る
た
め
に

す

な

わ

付

ち
、
金
融
機
関
・
顧
客
間
の
金
銭
消
費
貸
借
関
係
に
よ
っ
て
融
資
及
び
集
金
回
収
機
能
が
、
販
売
業
者
側
・
顧
客
聞
の
売
買
関
係
に
よ
っ

て
似
売
機
能
と
顧
客
勧
誘
機
能
が
、
金
融
機
関
・
販
売
業
者
間
の
保
証
関
係
に
よ
っ
て
貸
倒
処
理
機
能
が
負
担
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

ロー γ提携販売の法的構造に関する一考察

同

そ
れ
故

ロ
ー
ン
提
慌
販
売
の
実
態
を
要
約
す
る
な
ら
ば

ロ
ー
ン
提
携
販
売
は
、
三
面
関
係
|
|
金
融
機
関
・
顧
客
間
の
金
銭

販
売
業
者
側
・
顧
客
間
の
売
買
関
係
、
金
融
機
関
・
版
売
業
者
側
聞
の
保
証
関
係
ー
ー
か
ら
構
成
さ
れ
、

そ
の
三
面
関

消
費
貸
借
関
係
、

係
が
取
引
当
事
者
の
利
害
と
い
う
観
点
か
ら
信
用
供
与
と
版
売
の
機
能
を
分
担
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
有
機
的
に
結
合
す
る
取
引
形
態
で
あ

る
と
理
解
で
き
よ
う
。

(
却
〕
我
国
に
お
け
る
戸
l
γ
提
携
販
売
の
発
展
に
関
し
て
は
、
金
融
財
政
事
情
研
究
会
編
・
前
掲
書
註
(

1

)

の
他
に
北
川
善
太
郎
「
消
費
者
金
融
の
問
題

点
」
加
藤
一
郎
日
林
良
千
H
河
本
一
郎
編
『
銀
行
取
引
法
講
座
・
中
巻
』
一
九
七
七
年
、
一

O
O頁
以
下
、
矢
島
保
雄
『
消
費
者
金
融
』
(
日
本
経
済
評

論
文
庫
)
一
九
七
八
年
、
六
五
|
七
五
頁
、
高
橋
良
忠
「
日
本
に
お
け
る
消
費
者
信
用
の
概
念
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
四
回
号
五
九
l
六
二
氏
、
エ
コ
ノ
ミ
ス

ト
二
一
七

O
号
七
九
頁
等
。

(
れ
)
銀
行
雄
一
寸
の
金
融
機
関
が
直
接
、
消
費
者
に
対
し
て
行
な
う
貸
付
を
い
う
。
消
費
者
ロ
l
y
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
消
費
者

北法30(2・23)355



説

信
用
と
は
、
消
費
者
金
融
の
他
に
掛
売
り
、
割
賦
販
売
等
に
み
ら
れ
る
販
売
而
か
ら
の
信
用
供
与
を
包
含
す
る
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
消
費
者
信
用
を
法
律
上
は
次
の
よ
う
に
定
義
づ
け
て
お
く
こ
と
が
正
当
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
消
費
者
が
消
費
生
活
に
必
要
な
商
品
・
役
務
又
は

金
銭
の
取
引
を
す
る
に
際
し
て
、
信
用
供
与
者
に
よ
っ
て
消
費
者
に
与
え
ら
れ
る
、
支
払
い
又
は
返
済
を
繰
り
の
ベ
る
権
利
で
あ
る
。
経
済
企
画
庁
国
民

生
活
局
消
究
者
行
政
第
一
課
・
第
二
課
編
・
前
褐
書
序
章
註
(

ω

)

五
五
頁
、
竹
内
・
前
掲
論
文
註
(

7

)

二
O

二
一
頁
、
加
藤
良
コ
一
「
現
代
消
費
者

信
用
法
の
性
格
と
理
論
」
南
山
法
学
一
巻
一
号
六
五
六
六
頁
参
照
。

(辺

)
O
E
C
D
消
資
者
政
策
委
員
会
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
み
な
ら
ず
他
の
先
進
諸
国
に
お
い
て
も
銀
行
が
消
賞
者
金
融
に
進
出
し
た
の
は
一
九
六

O

年
代
の
よ
う
で
あ
る
。
。
門
官
ロ
宮
丘
町
D
口
問
。
円
何
n
o
ロ
C
B
W
(
U
P
C司自

g
氏
。
ロ
ロ
ロ
仏
ロ

2己
色
刷
》

B
Oロ
門
(
。
開
。
ロ
)
-
n
q
ま
さ
詰
町
、
、
さ
同
町
内
同
芯
苫
ミ

H
E冊

、
に
ミ
。
¥
n
q
w
H
h毘
遺
言
。
若
丸
P
H
N
O司
9
3
5刊
号
め
の
D
E
B
5
2
0出
。
c
ロ凹
E
B
O
門
司
ロ
ロ
ロ
〕
〉
忌
ゴ
e
H
V
Z
-

(
幻
)
住
宅
ロ

l
y
に
関
す
る
以
下
の
叙
述
は
前
褐
註
(

l

)

の
関
連
部
分
の
他
、
黒
川
雄
爾
「
消
費
者
信
用
肥
大
の
病
巣
と
体
制
整
備
の
方
向
」
金
融
財
政

事
情
昭
和
五
二
年
四
月
一
八
日
号
一
一
一
一
一
一
点
。

(
川
口
)
昭
和
四
九
年
三
月
末
の
調
査
に
よ
る
と
住
宅
金
融
融
資
残
高
の
七
割
が
民
間
金
融
機
関
に
よ
る
融
資
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
お
り
(
石
川
・
前
掲
論
文

註
(
川
げ
)
一
-
頁
)
、
昭
和
五
三
年
二
一
月
末
現
在
で
は
、
住
宅
資
金
総
資
金
量
三
四
兆
円
の
八
割
が
民
間
金
融
機
関
に
よ
る
融
資
の
よ
う
で
あ
る
(
高

m

敏
雌
「
状
況
の
変
化
に
応
じ
弾
力
的
運
用
進
む
」
金
融
財
政
事
情
昭
和
五
三
年
七
月
二
四
日
号
一
八
頁
)
。

(
♂
〉
都
市
銀
ι
り
に
お
け
る
昭
和
五
二
年
末
の
消
費
者
金
融
種
穎
別
貸
出
残
高
に
よ
る
と
住
宅
戸

l

y
は
消
費
者
金
融
の
九
五
・
一
一
一
%
を
占
め
、
以
下
自
動
車

一
・
二
%
、
屯
化
製
品

0
・
九
%
と
続
く
(
石
川
・
前
倒
論
文
註
(
川
口
)
八
頁
)

0

(
お
)
閉
山
川
雌
繭
「
銀
行
を
め
ぐ
る
環
境
の
変
化
と
消
貸
右
保
護
」
金
融
法
務
事
情
八

O
九
号
五
頁
以
下
、
間
内
彬
「
銀
行
の
役
割
に
つ
い
て
」
経
済
法
一
九

円
万
二
頁
以
下
、
座
談
会
「
こ
れ
か
ら
の
銀
行
を
考
え
る
」
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
臨
時
場
刊
一
九
七
八
年
六
月
一

O
日
号
、
三
四
三
九
頁
、
横
凶
俊
也
「
消
費

者
金
融
に
力
を
入
れ
る
銀
行
」
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
臨
時
榊
刊
一
九
七
八
年
六
月
一

O
日
号
、
一

O
三
1

一
O
四
頁
、
大
正
海
上
火
災
保
険
拘
編
・
前
掲
霊
園
註

(
川
口
)
ニ

O
五

二

O
六
頁
等
。

(
幻
)
消
費
者
金
融
が
ど
の
ぐ
ら
い
説
的
に
拡
大
し
て
き
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
が
、
朝
日
生
命
保
険
会
社
の
調
査
に
よ
る
と
、
昭
和
五
一
年

皮
の
消
曲
目
者
信
用
残
高
は
三
凶
・
九
兆
円
余
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
日
本
銀
行
、
住
宅
金
融
公
庫
等
の
統
計
に
よ
っ
て
確
失
に
よ
み
と
れ
る
部
分
だ
け
を

示
し
て
も
昭
和
五
一
年
比
の
場
合
に
は
二
五
・
九
兆
円
に
上
る
よ
う
で
あ
る
〈
高
橋
・
前
掲
論
文
註
〈
初
)
六
三
真
、
経
済
企
図
庁
国
民
生
活
局
消
費
者

行
政
第
一
剤
師
・
第
二
課
紛
・
前
ぬ
寄
序
章
註

(ω
〉
七

O
頁
、
北
海
道
新
聞
一
九
七
七
年
一
一
月
二
日
夕
刊
)
。
ま
た
消
費
者
金
融
残
高
の
総
貸
出
残
高

論
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け

に
占
め
る
割
合
は
、
一
九
七
七
年
末
で
都
銀
は
七
・
二
%
(
一
九
六
七
年
末

0
・
四
%
)
、
地
銀
は
一
一
・
五
%
(
一
九
六
七
年
末
一
・
一
一
一
%
)
と
な
っ

て
い
る
。
依
然
と
し
て
企
業
金
融
が
中
心
で
あ
る
と
は
い
え
、
消
費
者
金
融
の
伸
び
に
は
著
し
い
も
の
が
あ
る
(
石
川
・
前
掲
論
文
註
(
げ
)
七
頁
)
。

(
お
)
ロ
l
γ
提
携
販
売
方
式
の
改
良
に
つ
い
て
は
註
(

ω

)

(

凶
)
(
同
)
(
川
げ
て
対
象
商
品
の
拡
大
に
つ
い
て
は
註
(

2

)

参
照
。

〈

m
U
)

オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
を
境
に
し
て
消
費
者
金
融
は
多
様
化
し
て
き
て
い
る
。
す
な
わ
ち
使
途
自
由
ロ
l
γ
、
非
提
携
住
宅
ロ
l
y
、
昭
和
五
三
年
に
あ
い

つ
い
で
開
発
さ
れ
た
教
育
ロ
l
y
(
同
年
二
月
)
、
カ
ー
ド
戸
l
γ
及
び
応
急
戸
l
γ
(
同
年
一
一
一
月
)
等
の
非
提
携
の
形
態
が
増
大
し
て
き
で
い
る
の
が

最
近
の
傾
向
で
あ
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
戸
|
γ
提
携
販
売
が
消
費
者
金
融
に
占
め
て
き
た
地
位
を
こ
れ
ら
非
提
携
の
消
費
者
金
融
に
明
け
渡
す
持
期
が
き

て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
消
費
財
や
サ
ピ
ス
の
購
入
に
あ
た
っ
て
は
、
購
入
を
希
望
す
る
時
期
に
個
人
が
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
自
由
に
選
択
で
き

る
ほ
う
が
便
利
で
あ
り
、
住
宅
の
場
合
に
は
、
す
で
に
大
量
の
保
証
債
務
を
負
っ
て
い
る
提
携
先
(
不
動
産
会
社
、
建
設
会
社
)
の
資
本
力
に
対
す
る
金

融
機
関
の
不
安
等
か
ら
、
戸
l
γ
提
携
版
売
の
限
界
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
(
た
と
え
ば
矢
島
保
男
「
消
費
者
信
用
の
実
態
と
課
題
」
経
済
セ
ミ
ナ
ー
一

九
七
九
年
一
月
号
九
八

i
一
0
0頁
)
。
た
し
か
に
今
後
と
も
ロ
l
γ
提
携
販
売
を
中
心
と
し
て
消
費
者
金
一
械
が
展
開
す
る
と
は
一
言
い
難
い
が
、
私
は
ロ

i
y
提
携
販
売
方
式
の
改
良
と
対
象
商
品
の
拡
大
と
い
う
最
近
の
傾
向
を
評
価
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
同
様
の
議
論
が

あ
る
よ
う
で
あ
る

(ω
円

r
c
E
-
]
N
s
a
-
吋

N
Y
O
ニ-
o
p
]
N
H申
叶
印
唱

4
N
S
。

(
知
)
戸
i
ソ
提
携
版
先
と
類
似
の
取
引
が
行
な
わ
れ
て
い
る
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
本
文
と
同
様
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ギ
ル
レ
ス
・
前
掲

論
文
序
章
註
(
門
己
「
戸
l
γ
提
携
取
引
の
実
際
と
民
法
上
の
諸
問
題
l
|
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
消
費
者
保
護
の
一
側
而
」
一
七
一
八
頁
。

(
引
)
大
塩
・
前
掲
論
文
註

(
8
)
四
頁
に
よ
れ
ば
、
多
出
的
関
係
の
上
に
成
立
す
る
消
費
者
信
用
取
引
は
、
信
用
供
与
に
伴
う
四
つ
の
機
能
|
|
信
用
調
交

機
能
、
信
用
供
与
に
伴
う
資
金
負
担
機
能
、
集
金
回
収
機
能
、
貸
倒
処
理
機
能
|
|
}
の
一
部
叉
は
全
部
が
販
売
業
者
以
外
の
第
三
者
に
よ
っ
て
代
行
さ
れ

て
い
る
も
の
と
説
明
さ
れ
、
各
機
能
の
分
離
に
そ
っ
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。

ロー γ提携販売の法的構造に関する一考察

四

ロ
ー
ン
提
携
販
売
を
め
ぐ
る
紛
争
の
特
異
性

北法30(2・25)357

ロ
ー
ン
提
携
販
売
は
前
述
し
た
よ
う
な
三
当
事
者
(
顧
客
・
販
売
業
者
側
・
金
融
機
関
)
聞
の
機
能
的
分
業
に
よ
っ
て
成
り
立
つ

て
い
る
た
め
に

一
旦
分
業
体
制
の
歯
車
が
狂
う
と
紛
争
の
態
僚
も
複
雑
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
紛
争
に
な
る
と
思
わ
れ
る
問
題



説

点
を
ま
ず
抽
出
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

山
売
買
関
係
(
版
売
業
者
・
顧
客
間
)
あ
る
い
は
金
銭
消
費
貸
借
関
係
(
金
融
機
関
・
肱
客
間
)
の
一
方
の
不
成
立
・
無
効
・
取
消
と

他
方
の
関
係
の
運
命
及
び
清
算
関
係
。
売
買
関
係
が
、
た
と
え
ば
錯
誤
で
無
効
に
な
る
と
か
、
あ
る
い
は
販
売
業
者
の
詐
欺
に
よ
っ
て
取

北法30(2・26)358

論

消
さ
れ
た
場
合
に
金
銭
消
費
貸
借
関
係
は
何
ら
の
影
響
も
受
け
ず
に
顧
客
は
金
融
機
関
に
借
入
金
の
返
済
を
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ

う
か
。
ま
た
、
売
買
関
係
は
有
効
に
成
立
し
た
が
、

た
と
え
ば
金
融
機
関
が
顧
客
の
信
用
力
を
問
題
と
し
て
金
銭
消
費
貸
借
関
係
が
成
立

し
な
か
っ
た
場
合
に
売
買
関
係
は
何
ら
の
影
響
も
受
け
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
か
り
に
一
方
の
不
成
立
・
無
効
・
取
消
が
他
方
の
関
係
に
影

響
を
及
ぼ
す
と
し
て
、
す
で
に
顧
客
に
引
渡
さ
れ
て
し
ま
っ
た
物
件
や
顧
客
が
金
融
機
関
に
返
済
し
た
借
入
金
、
そ
し
て
金
融
機
関
が
直

接
販
売
業
者
の
口
座
に
振
り
込
ん
だ
融
資
金
等
を
ど
の
よ
う
に
し
て
原
状
に
復
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
(
こ
の
よ
う
な
清
算
関
係
が
問

題
と
な
る
の
は
売
買
関
係
が
不
成
立
・
無
効
・
取
消
と
な
る
場
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
)
。

閣
不
可
抗
力
に
よ
る
物
件
の
滅
失
・
段
損
等
と
顧
客
の
金
融
機
関
に
対
す
る
返
済
債
務
の
運
命
。
ロ
ー
ン
提
携
販
売
の
場
合
、
消
費
貸

借
関
係
が
成
立
し
て
か
ら
物
件
が
引
渡
さ
れ
、
引
渡
と
前
後
し
て
金
融
機
関
か
ら
販
売
業
者
の
口
座
に
直
接
融
資
金
が
振
り
込
ま
れ
る
か

ら
、
顧
客
へ
物
件
が
引
渡
さ
れ
る
以
前
に
顧
客
の
金
融
機
関
に
対
す
る
返
済
債
務
が
発
生
す
る
場
合
が
多
い
と
言
え
よ
う
。

し
た
が
っ

て
、
販
売
業
者
か
ら
顧
客
に
物
件
が
引
渡
さ
れ
な
い
う
ち
に
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
当
該
物
件
が
滅
失
・
致
損
す
る
と
い
う
場
合
が
生
じ
う

る
。
そ
の
際
、
顧
客
は
な
お
金
融
機
関
に
返
済
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

刷
版
売
業
者
の
債
務
不
履
行
責
任
な
い
し
暇
庇
担
保
責
任
が
発
生
す
る
場
合
と
顧
客
の
金
融
機
関
に
対
す
る
返
済
債
務
の
関
係
。
前
述

し
た
と
お
り
、
販
売
業
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
っ
て
物
件
の
引
渡
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
時
|

|

l
履
行
遅
滞
・
履
行
不
能
ー
ー
に

も
顧
客
が
金
融
機
関
に
対
し
て
返
済
義
務
を
負
う
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
に
顧
客
は
一
方
で
金
融
機
関
に
返
済
を
続
け
な
が

ら
、
他
方
で
版
売
業
者
側
に
対
し
て
物
件
の
引
渡
請
求
や
損
害
賠
償
請
求
あ
る
い
は
填
補
賠
償
請
求
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う



か
。
ま
た
、
販
売
業
者
側
の
暇
庇
担
保
責
任
に
つ
い
て
免
責
あ
る
い
は
責
任
制
限
条
項
を
含
む
約
款
や
品
質
保
証
書
を
ど
の
よ
う
に
解
す

べ
き
で
あ
る
か
そ
も
そ
も
問
題
で
あ
る
が
、
か
り
に
販
売
業
者
に
対
す
る
責
任
追
求
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
ロ
ー
ン
提
携
販
売
の
場

合
に
は
、
以
下
の
点
が
さ
ら
に
問
題
と
な
る
。
す
な
わ
ち
物
件
に
暇
庇
が
あ
る
場
合
に
、
や
は
り
顧
客
は
一
方
で
金
融
機
関
に
借
入
金
全

額
に
つ
い
て
返
済
を
続
け
な
が
ら
、
他
方
で
販
売
業
者
に
対
し
て
代
物
請
求
権
や
殻
庇
修
補
請
求
、
損
害
賠
償
請
求
な
い
し
代
金
減
額
請

求
権
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
加
え
て
、
顧
客
が
版
売
業
者
に
対
し
て
解
除
権
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

に
は
山
と
同
様
の
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

凶
貸
付
金
債
権
等
の
時
効
。
通
常
、
割
賦
代
金
債
権
は
民
法
第
一
七
三
条
一
号
に
よ
り
二
年
の
短
期
消
滅
時
効
に
か
か
る
も
の
と
考
え

ロ
ー
ン
提
携
版
売
の
場
合
に
は
、
顧
客
に
供
与
さ
れ
た
貸
付
金
が
金
融
機
関
か
ら
直
接
に
販
売
業
者
の
口
座
に
振
り
込
ま
れ

ら
れ
る
。

付

る
。
こ
の
事
実
か
ら
、
顧
客
の
版
売
業
者
に
対
す
る
販
売
代
金
は
弁
済
さ
れ
、
金
融
機
関
の
顧
客
に
対
す
る
貸
付
金
債
権
だ
け
が
以
後
残

ロー γ提携販売の法的構造に関する一考察

る
の
だ
か
ら
、
商
法
第
五
二
二
条
に
よ
り
貸
付
金
債
権
は
五
年
の
消
滅
時
効
に
か
か
る
と
解
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
顧
客
が
債

務
を
版
行
し
な
い
場
合
に
は
通
常
、
金
融
機
関
は
版
売
業
者
に
保
証
債
務
の
履
行
を
求
め
、
販
売
業
者
は
保
証
債
務
の
履
行
に
よ
っ
て
顧

客
に
対
す
る
求
償
権
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
、
販
売
業
者
は
商
人
で
あ
る
か
ら
、
求
償
権
も
や
は
り
、
商
法
第
五
二
二
条
に

よ
り
五
年
の
消
滅
時
効
に
か
か
る
の
だ
ろ
う
か
。

間
割
賦
版
売
法
(
以
下
割
版
法
)
・
宅
地
建
物
取
引
業
法
(
以
下
宅
建
業
法
)
の
類
推
適
用
に
よ
る
取
引
関
係
の
規
制
。
ロ
ー
ン
提
携

販
売
全
体
を
直
接
の
規
制
対
象
と
す
る
法
律
は
皆
無
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
一
九
七
二
年
の
改
正
に
よ
っ
て
ロ

l
γ

提
携
販
売
を

規
制
対
象
と
す
る
に
至
っ
た
割
版
法
も
、
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ロ
ー
ン
提
携
販
売
に
つ
い
て
は
販
売
業
者
と
顧
客
の
聞
の
ご
く
限
ら
れ
た
局
面
に
つ
い
て
し
か

販
売
条
件
の
開
示
(
同
法
第
二
九
条
の
二
、
第
二
九
条
の
三
、
第
二
九
条
の
四
に
よ
る
第
四
条
の
こ
の

準
用
)
及
び
ク

l
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
導
入
(
同
法
第
二
九
条
の
四
に
よ
る
第
四
条
の
三
の
準
用
)
を
販
売
業
者
に
義
務
づ
け
て
い
る
だ
け

規
制
し
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、



プドf
"凡

で
あ
る
。
購
入
物
件
が
不
動
産
で
あ
る
場
合
に
も
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

販
売
条
件
の
開
示
(
宅
建
業
法
第
一
二
五
条
、
第
三
七
条
)

や
暇
此
担
保
責
任
に
つ
い
て
の
特
約
制
限
(
同
法
第
四

O
条
)

手
附
額
の
制
限

(
同
法
第
三
九
条
)
等
に
つ
い
て
宅
地
建
物
取
引
業
者

北法30(2・28)360
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ロ
ー
ン
提
携
販
売
で
は
金
利
規
制
を
除
く
と
、
顧
客
の
最
大
の
債

務
で
あ
る
返
済
債
務
に
つ
い
て
特
別
法
に
よ
る
顧
客
の
保
護
が
は
か
ら
れ
て
い
な
い
と
言
え
よ
う
。

(
以
下
宅
建
業
者
)

を
規
制
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

と
こ
ろ
が
、
割
賦
版
売
の
形
態
を
利
用
し
て
物
件
を
購
入
す
る
と
、
顧
客
は
代
金
返
済
債
務
に
つ
き
次
の
よ
う
な
保
護
を
う
け
る
こ
と

に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
購
入
物
件
が
動
産
|
l
た
だ
し
、
割
版
法
の
指
定
商
品
ー
ー
ー
の
場
合
に
は
、
割
賦
販
売
業
者
が
顧
客
の
賦
払
金
の

支
払
遅
滞
を
理
由
と
し
て
契
約
の
解
除
、
又
は
期
限
の
利
益
を
喪
失
さ
せ
一
括
し
て
残
代
金
を
請
求
す
る
た
め
に
は
、
二

O
日
以
上
の
期

(
割
版
法
第
五
条
)
。

聞
を
定
め
て
支
払
い
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ま
た
、

割
賦
版
売
業
者
が
契
約
を
解
除
し
た
場
合
に
顧
客

に
請
求
で
き
る
金
額
に
つ
い
て
も
制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
る

(
同
法
第
六
条
)

0

し
か
も
、

」
れ
と
異
な
る
特
約
は
無
効
で
あ
る

(
同
法

第
五
条
二
項
、
第
六
条
本
文
)
0

購
入
物
件
が
不
動
産
|
|
宅
建
業
者
自
ら
が
割
賦
売
主
と
な
る
宅
地
・
建
物
ー
ー
の
場
合
に
も
、

顧
客

の
肌
払
金
の
支
払
遅
滞
を
理
由
と
し
て
契
約
の
解
除
、

又
は
期
限
の
利
益
を
喪
失
さ
せ
一
括
し
て
残
代
金
を
請
求
す
る
た
め
に
は
、
一
二

O

日
以
上
の
期
聞
を
定
め
て
支
払
い
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
宅
建
業
法
第
四
二
条
)

し
、
契
約
解
除
に
伴
う
損
害
賠
償
額
も
制

限
さ
れ
て
い
る

(
同
法
第
三
八
条
)
。
ま
た
こ
れ
に
反
す
る
特
約
は
、

や
は
り
無
効
で
あ
る

(
同
法
第
三
八
条
二
項
、
第
四
二
条
二
項
)
。

断
客
に
と
っ
て
は
拭
払
金
の
支
払
い
の
相
手
方
が
販
売
業
者
で
あ
ろ
う
と
金
融
機
関
で
あ
ろ
う
と
変
わ
り
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ

ロ
ー
ン
提
携
販
売
を
利
用
し
た
顧
客
は
割
版
法
や
宅
建
業
法
に
よ
る
保
護
を
う
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
ろ
う

か
。
そ
こ
で
ロ

l
ン
提
携
阪
売
に
、
と
り
わ
け
金
融
機
関
・
顧
客
聞
の
関
係
あ
る
い
は
、
販
売
業
者
等
に
よ
る
保
証
債
務
の
履
行
に
よ
っ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

て
生
じ
る
版
売
業
者
等
・
顧
客
聞
の
求
償
関
係
!
!
住
宅
ロ

l
ン
保
証
保
険
の
場
合
に
保
険
金
支
払
に
よ
っ
て
生
じ
る
代
位
関
係

!
iに

割
似
法
・
宅
建
業
法
の
関
連
規
定
が
類
推
適
用
で
き
な
い
か
が
問
題
と
な
る
。



付

M
H

と
こ
ろ
で
、
右
に
述
べ
た
山
か
ら
悶
ま
で
の
問
題
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
基
礎
に
販
売
業
者
・
顧
客
聞
の
売
買
関
係
、
金
融
機
関
・

顧
客
聞
の
金
銭
消
費
貸
借
関
係
及
び
金
融
機
関
・
販
売
業
者
聞
の
保
証
関
係
と
の
相
互
関
係
如
何
と
い
う
問
題
を
共
通
に
か
か
え
て
お

り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
答
え
る
た
め
に
は
、
ロ
ー
ン
提
携
販
売
の
構
成
要
素
で
あ
る
三
面
関
係
|
|
金
融
機
関
・
顧
客
聞

の
金
銭
消
費
貸
借
関
係
、
販
売
業
者
・
顧
客
間
の
売
買
関
係
及
び
金
融
機
関
・
販
売
業
者
間
の
保
証
関
係
1

1

に
有
機
的
関
連
性
が
あ
る

と
い
う
実
態
を
法
的
に
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
え
よ
旬
。

た
だ
、
前
述
し
た
五
つ
の
問
題
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
実
態
に
対
す
る
評
価
基
準
の
対
応
が
一
様
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
凶

と
耐
の
問
題
は
個
別
的
規
定
(
民
法
第
一
七
三
条
一
号
、
割
版
法
第
五
条
、
同
六
条
、
宅
建
業
法
第
三
八
条
、
同
四
二
条
)
の
披
及
的
効

果
の
問
題
と
考
え
ら
れ
る
が
、
山
か
ら
閣
の
問
題
は
そ
も
そ
も
評
価
基
準
と
な
る
べ
き
規
定
の
対
応
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
か
ら
で

そ
こ
で
は
ロ

l
γ
提
携
販
売
の
実
態

l
l現
象
的
実
態
・
機
能
的
実
態

i
lに
も
と
§
つ
い
て
独
自
の
契
約
類
型
と

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

ロー γ提携販売の法的構造に関する一考察

し
て
法
的
構
造
を
究
明
し
、
契
約
総
則
・
債
権
総
論
と
い
っ
た
抽
象
度
の
高
い
規
定
と
の
連
結
を
考
え
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
山
か
ら
聞
の
問
題
を
中
心
に
具
体
的
効
果
を
検
討
し
、
そ
の
効
果
を
導
き
う
る
よ
う
な
ロ

l

y
提
携
販
売
の
法
的
構
造
を
考
察

す
る
こ
と
に
し
よ
う
o

し
か
し
な
が
ら
我
闇
で
は
こ
れ
ま
で
の
と
と
ろ
前
述
し
た
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
具
体
的
な
事
例
を
抽
出
す
る
こ

と
、
が
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
ロ
ー
ン
提
携
販
売
と
類
似
し
た
取
引
に
つ
い
て
前
述
し
た
よ
う
な
問
題
を
取
り
扱
う
西
ド
イ
ツ
の
判
例
を

分
析
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

(
m
A
)

な
お
、
こ
の
他
に
大
量
的
一
取
引
の
定
型
的
処
理
に
欠
か
す
こ
と
か
で
き
な
い
約
款
(
戸
l
y
提
携
販
売
の
場
合
に
は
金
融
機
関
・
顧
客
間
の
金
銭
消
費

貸
借
関
係
と
販
売
業
者
・
顧
客
間
の
売
買
関
係
に
約
款
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
一
九
七
一
一
年
の
割
販
法
の
改
正
に
伴
い
、
販
売
業
者
・
顧
客
聞

の
一
部
の
売
買
関
係
|

i
指
定
商
品
1
1
1
に
つ
い
て
は
、
一
九
七
三
年
三
月
に
通
産
省
通
達
の
形
で
各
業
種
別
販
売
方
法
別
の
標
準
契
約
約
款
が
公
表
さ

れ
て
い
る
。
標
準
契
約
約
款
の
作
成
の
経
緯
や
業
界
の
反
応
に
つ
い
て
は
「
契
約
書
の
標
準
化
か
ら
み
た
新
割
賦
販
売
の
理
論
と
実
務
②
」

N
B
L
一一一七

号
一
二
頁
以
下
参
照
。
一
方
、
金
融
機
関
・
顧
客
間
の
金
銭
消
費
貸
借
関
係
に
は
現
在
の
と
こ
ろ
統
一
し
た
ひ
な
型
は
存
在
し
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
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説

し
な
が
ら
、
一
九
七
四
年
七
月
に
全
国
銀
行
連
合
会
消
費
者
金
融
部
会
に
よ
っ
て
提
携
ロ

l
γ
月
利
残
債
用
契
約
書
(
住
宅
p
l
γ
用
)
に
関
す
る
ひ
な

型
試
案
と
い
う
形
で
統
一
契
約
書
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
ひ
な
型
試
案
自
体
に
つ
い
て
は
金
融
法
務
事
情
七
二
四
号
二
一
一
一
Ito-
二
五
頁
。
ひ
な
型
試
案
作
成

の
経
緯
と
解
説
に
つ
い
て
は
、
日
士
ロ
健
一
「
ロ

l
y
契
約
書
(
ひ
な
型
試
案
)
に
つ
い
て
」
金
融
法
務
事
情
七
二
五
号
二
八
頁
、
長
沼
完
「
ロ

l
y
契
約

書
(
ひ
な
型
試
案
)
作
成
と
そ
の
経
緯
」

N
B
L
七
一
号
二
九
頁
。
ひ
な
型
試
案
の
意
義
・
問
題
点
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
「
特
集
・
消
費
者
ロ

l
γ

契
約
書
ひ
な
型
試
案
」
金
融
法
務
事
情
七
三
二
号
二
三
九
頁
、
「
座
談
会
・
戸

l
γ
契
約
書
ひ
な
型
試
案
の
問
題
点
心
、
刊
」
手
形
研
究
一
二
八
号
四

一
五
京
、
同
二
二

O
号
五

O

六
八
頁
参
照
。
)
の
解
釈
の
問
題
や
自
動
車
・
家
電
製
品
等
の
ロ

l
y
提
携
販
売
に
お
い
て
求
償
権
を
確
保
す
る
た
め
に

販
売
業
者
が
利
用
す
る
所
有
権
留
保
の
効
力
の
問
題
(
さ
し
あ
た
り
、
幾
代
通
「
割
賦
販
売
」
『
契
約
法
大
系
H
』
一
九
六
二
年
、
二
八
九
三

O
四
頁
、

中
野
貞
一
郎
「
割
賦
販
売
を
め
ぐ
る
強
制
執
行
法
上
の
問
題
」
『
強
制
執
行
・
破
産
の
研
究
』
一
九
七
一
年
、
一
九
一
一
一

l
一
二
三
一
貝
、
米
倉
明
『
所
有
権

留
保
の
実
証
的
研
究
』
一
九
七
七
年
、
二
一
一
一
四
頁
、
二
二
九
一
五
八
頁
を
挙
げ
て
お
く
。
)
等
が
あ
る
が
、
山
か
ら
岡
の
問
題
と
比
較
す
る
と
、

こ
れ
ら
の
問
題
は
必
ず
し
も
ロ

l
y
提
携
販
売
に
特
有
の
問
題
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
考
察
対
象
か
ら
除
外
す
る
こ
と
を
お
こ
と
わ
り

し
て
お
き
た
い
。

(
M
H
)

第
一
に
ロ

l
γ
提
携
販
売
の
歴
史
が
浅
い
こ
と
、
第
二
に
住
宅
以
外
の
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
は
高
額
で
な
い
た
め
に
紛
争
が
発
生
し
て
も
訴
訟
に
な
り
に

く
い
こ
と
、
第
三
に
取
引
自
体
が
複
雑
で
あ
る
た
め
に
そ
も
そ
も
顧
客
自
身
が
不
利
益
を
受
け
て
い
る
と
の
認
識
を
欠
い
て
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
等
が

理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
一
九
七
五
年
度
に
国
民
生
活
セ
シ
タ
l
に
寄
せ
ら
れ
た
消
費
者
信
用
に
関
す
る
苦
情
相
談
六

O
件
の
う
ち
版
売
業

者
と
信
用
供
与
者
の
共
同
責
任
の
不
存
在
に
起
因
す
る
事
件
が
一
一
一
一
件
あ
っ
た
(
金
融
財
政
事
情
昭
和
五
一
年
七
月
一
九
日
号
一
九
頁
)
。
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The 

The Trilateralism of the so-called 

“Sale Related Loans" in Japan (1) 

Emiko CHIBA 

social obj戸ecti討vethe world over. Its importance can be gauged by 

the volume of published material as well as by the attention consumer 

protection has received from government， scholars， mass media， and 

public organizations. 1t should be obvious that the consumer trans-

actions to which the customer b巴comesa party will be a source of 

entanglement in the foreseeable future. However， at present little 

scholarly attention has been focused on the problem of consumer 

contracts in spite of the necessity to find viable solutions in this 

problematic area. In this article， the author analyses the so-called 

“sale related loans"， one type of consumer contracts， in Japan. 

Any person making use of “sale related loans" enters into two 

contracts: one is a contract of sale between himself and a seller， 

the other is a contract of loan between himself and a credit insti-

tution. Therefore， it has been understood that two obligations of 

the consumer -payment of the price to the seller and repayment of 

the loan to the creditor -are legally independent of each other. The 

result is that any consumer， for instance， who has not received the 

goods， or to whom defective goods have been deliv巴red，must con-

tinue to pay the instalments to which he has committed himself. Or 

even if a consumer revokes the sale contract because of fraudulent 

representation by the seller， he is still compelled to continue his 

monthly payments to the loan company. 

In the case of“sale related loansヘitshould be kept in mind 
that the credit institution is often engaged in a joint v巴nturewith 

the seller on a pre-existing arrangement or understanding. There-

fore， there are not only two contracts of sale and loan but also 
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certain legal relations between the supplier and the creditor. In 

other words， the situation is not one of two separate bilateral 

agreements - a) between the buyer and the seller， b) between the 

buyer and the loan company -but rather intricate trilateral agreements 

between the buyer， the seller and the loan company. In such a 

case it is the legal distinction between the contract of sale and credit 

agreement that can give rise to a deprivation of consumer rights. 

Therefore it is necessary to define these trilate，ral agreements and 

legally distinguish them from the bilateral ones. 
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